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平成27年第４回白石町議会定例会会議録 

 

 会議月日  平成27年12月10日（第３日目） 

 場  所  白石町役場議場 

 開  会  午前９時30分 

 

１．出席議員は次のとおりである。        

     １番  川 﨑 一 平      10番  秀 島 和 善 

     ２番  前 田 弘次郎      11番  井 﨑 好 信 

     ３番  溝 口   誠      12番  大 串 弘 昭 

     ４番  大 串 武 次      13番  内 野 さよ子 

     ５番  吉 岡 英 允      14番  西 山 清 則 

     ６番  片 渕   彰      15番  岩 永 英 毅 

     ７番  草 場 祥 則      16番  溝 上 良 夫 

     ８番  片 渕 栄二郎      17番  久 原 房 義 

     ９番  久 原 久 男      18番  白 武   悟 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

    な  し 

 

３．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者は次のとおりである。 

   町    長  田 島 健 一    副  町  長  百 武 和 義 

   教  育  長  江 口 武 好    総 務 課 長  本 山 隆 也 

   企画財政課長  片 渕 克 也    税 務 課 長  吉 原 拓 海 

   住 民 課 長  渕 上 隆 文    保険専門監  門 田 和 昭 

   保健福祉課長  井 﨑 直 樹    長寿社会課長  片 渕 敏 久 

   生活環境課長  門 田 藤 信    水 道 課 長  山 口 弘 法 

   下 水 道 課 長  堤   正 久    産 業 課 長  鶴 﨑 俊 昭 

   ６次産業専門監  矢 川 又 弘    農村整備課長  大 串 靖 弘 

   建 設 課 長  荒 木 安 雄    会 計 管 理 者  小 池 武 敏 

   学校教育課長  小 川 豊 年    生涯学習課長  松 尾 裕 哉 

   農業委員会事務局長  一ノ瀬 美佐子    主任指導主事  白 濱 正 博 

 

４．議会事務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  吉 岡 正 博 

   議 事 係 長  久 原 雅 紀 

   議事係書記  香 月 良 郎 

        

５．会議録署名議員の指名 会議録署名議員に次の２人を指名した。 
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     16番  溝 上 良 夫      17番  久 原 房 義 

 

６．本日の議事日程は次のとおりである。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 一般質問 

 

        ５．草場祥則議員 

         １．行政サービスの向上について 

         ２．魅せるイベント、まちの情報発信について 

         ３．きめ細かな介護サービスについて 

 

        ６．内野さよ子議員 

         １．地域観光資源の活用のための方策について 

         ２．国民健康保険の運営の健全化について 

 

        ７．溝口 誠議員 

         １．六角川堤防決壊対策について 

         ２．放課後児童クラブの充実について 

 

        ８．井﨑好信議員 

         １．白石町行財政改革について 

         ２．白石町観光振興事業について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９時30分 開議 

 

○白武 悟議長 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 

○白武 悟議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第119条の規定により、本日の会議録署名議員として、溝上良夫議員、久

原房義議員の両名を指名します。 

 

日程第２ 

○白武 悟議長 

 日程第２、これより一般質問を行います。 

 本日の通告者は４人です。 



- 3 - 

 順次発言を許します。草場祥則議員。 

 

○草場祥則議員 

 おはようございます。 

 きょうは、大勢の傍聴者が見えるということを事前にお伺いして、もう私も熱がさ

のでくっごとちょっと緊張しております。傍聴してよかったと皆さんが言って帰られ

るように、私もしっかり質問したいと思いますので、ひとつよろしくお願いいたしま

す。 

 きょうは、大きく分けまして３つの項目で質問をしたいと思います。 

 まず初めに、行政サービスの向上についてということで上げております。 

 その初めに、町長に対して質問したいと思いますけど、町長はこういうふうな行政

というものを一つの監督官庁だというような考え方でおられるのか、いやもうサービ

ス産業だというような考え方でおられるのかお聞きしたいと思います。 

 

○田島健一町長 

 草場議員から、最初から大きな質問をいただいたわけでございますけども、私たち

公務員というのは国家公務員とか地方公務員、地方公務員の中にも県庁とか我々市役

所、町役場いるわけでございますけども、国の役所の人、国家公務員におかれまして

は、いろんな法律をつくったり、いろいろなところで監督というところが強いかと思

いますけども、ずうっと県とか下がってきますと、私たち役場職員というのは本当に

住民の皆さんたちとつながるところにいるもんですから、これは監督というよりも、

サービスというのが強いと私は認識をいたしております。 

 そういうことで、私自身もそうでございますけども、職員の皆さんにもサービス産

業、我々公務員、役場職員はサービス産業だよと。そして、全てまずもって地域住民

の皆さんたちに寄り添った行政業務をしていかないかんよということを常々言ってる

ところでございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 ありがとうございます。 

 私たちもそういうふうにあってほしいという願望があります。ただ、町長のそうい

うふうな姿勢といいますか、そういうものはやっぱし町職員全体に行き届かなければ

ならないと、そういうふうに思っております。そういうふうな点で、町長の考え方を

浸透させる方法といいますか、そういうなことを総務課長、どういうふうにお考えで

しょうか。 

 

○本山隆也総務課長 

 町長の今の発言はもとより、公務員としても、当然月１回の朝礼、当然町長の訓示

がございます。それからまた、課長、管理職を寄せての庁議ということで、これも月

１回ございます。それから、課長連絡会、それから職員の人事評価制度に伴う管理職
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の面談、そういったところで町長の意思というものは職員へ伝わるものと思っており

ます。 

 以上であります。 

 

○草場祥則議員 

 幾ら町長だけがそういうふうな旗を振っても、やっぱり職員さんがついてこなけれ

ば何もならないというようなことで、そういう意味で、副町長、また総務課長の指揮

の徹底をよろしくお願いを申し上げときます。 

 そういうふうなことで、町長から、どちらかといえばサービス産業だというような

答弁をいただきましたので、それに沿って質問をしていきたいと思います。 

 今、町民の皆さん方の意見というものは非常に多様化してるわけでございます。そ

ういうふうな多様化する皆さんの要望を今縦割りといいますか、ずっと小さく、前は

部長制というのもありましたけど、今は小さく課に分けてあるわけですね。そういう

場合、どうしても、例えば道の駅にしたら、建設課がして、あと産業課とかというよ

うにまたがるわけです、課が。そういうふうな場合の効率よく課の垣根を越えて対応

できる体制づくりができているかどうか、お聞きしたいと思います。 

 

○百武和義副町長 

 この件につきましては、私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。 

 ただいま議員のほうから御指摘ございましたように、近年の行政需要につきまして

は、平成17年の市町村合併時点では想像し得なかったほど、急速に増大をしておりま

す。次々に打ち出されております国の政策への対応ということもさることながら、基

礎自治体として町民の皆さん方の要望に応えるということから、町独自の施策の立案

及び実行など町長指揮のもと、職員としても最大限の努力により、日々業務に従事し

ているところでございます。 

 御質問の特定のプロジェクトに対する課の垣根を越えた対応という御質問でござい

ます。複数の課の分掌事務を包含するような行政需要に対しましては、その内容に応

じて複数の課あるいは係の職員で構成をします内部組織の編成を行いまして、職員レ

ベルの検討を重ねることで、町長のトップマネジメントの補佐として迅速かつ柔軟に

対応できるように努めているところでございます。 

 ちなみに、現行の役場内の組織機構となりました平成26年度以降、設置したものに

つきましては、主なものといたしましては、パークゴルフ場設置の検討会、それから

道の駅整備の検討会、それから人口将来問題プロジェクト会議、こういった検討会に

複数の課、係が入りまして、協議を重ねたところでございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 いろいろな問題が横たわって、２つ、３つの課にまたがるというような場合、とに

かくよく課同士が連絡をとり合って、ひとつ問題解決に当たってほしいと、そういう

ふうに思います。 
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 次に、役場に入って、どこに課があるか、なかなかわかりづらいというような声も

お聞きするわけです。私、実際入ってみて、なかなかどこに何があってと私自身もま

だ何回か来てますけどわからないというようなところがございます。そういうなこと

で、どうしてもやっぱし一つの町の玄関、窓口に案内所といいますか、受付を、今は

ずっと課長さんたちが交代でしておられますけど、やっぱしぴしゃっと置いて、そし

て町民の対応をすべきじゃないかと、そういうふうに思いますけど、いかがでしょう

か。 

 

○本山隆也総務課長 

 議員おっしゃられるとおり、役場の総合案内を設置しております。これは、庁舎が

新庁舎へ移転した平成22年から行っているところでございます。新しい庁舎での業務

を町民の皆様にどこで何を行っているか御案内するとともに、皆様に気持ちよく来庁

していただくために行っているところです。庁舎に勤務する職員全員が半日ごとに交

代して案内に当たっているところです。これまでも、総合案内につきましては、さま

ざまな御意見、お褒めの言葉、また御指導の言葉もいただいているところでございま

す。これらいただいた御意見をもとに改善しながら、総合案内そのものは今後続けて

いこうと考えておるところです。 

 御意見の中には、職員が担当する業務を離れて、こういった時間はもったいないの

ではないか、委託してはどうか、そういった話などもございますが、本町といたしま

しては、職員一人一人がプロの役場職員として、またそうなるべく、来庁される皆様

へ直接御案内させていただきたいと考えておるところです。そのためには、議員がお

っしゃるとおり、総合案内も含めて職員の窓口での対応のレベルアップは当然図って

いかなければならないと思っているところです。基本的には、接客姿勢、状況に応じ

た対応の仕方、職員研修などにより、職員個々の資質向上、接客力の向上を図ってま

いりたいと思っておるとこです。 

 

○草場祥則議員 

 けさも、私ちょっと朝早いもんで、きょう４人ぐらいの方が見えて話をしよって、

草場君、何もかんも行って、こっちから挨拶せな挨拶もせんやったと、こんにちはと

言うたら返事がなかったと、そういうなことで、きょうそういう話を聞いて、やっぱ

し私こう見て、役場職員さんたちも若い人たちも優秀で一生懸命頑張ってもらってお

ります。私認めます。ただ、そういうふうなちょっとしたことで台なしになるといい

ますか、そういうなことで非常に窓口というのは大事なもんではないかなと、そうい

うふうに思うわけです。総合窓口もそうですけど、やっぱし各課の窓口、受付といい

ますか、あそこら辺の教育をもう少し徹底してほしいと、そういうふうに思います。 

 また、この前呉市に視察に行きましたけど、呉市は何々課とこうぴしゃっと書いて

つってあるわけです、課の上のほうにちょっと見てわかるように。いろいろ役場がで

きるときに話は聞いておりますけど、よりよく住民サービスをするなら、やっぱし

何々課はここですよというふうな一目瞭然わかるような方法をしてもらったら助かる

と思いますけど、いかがでしょうか。 
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○片渕克也企画財政課長 

 まず、最初に言われました件についてでございます。 

 今、職員間でハロープロジェクトということで、以前から町民の方々からちょっと

愛想がなかぞというふうなことで御指摘をいただいておりましたので、ハロープロジ

ェクトということで挨拶をする、それと廊下とか階段で会ったときは挨拶ができない

状況って余りないと思いますけれども、とにかく会釈だけはするということで今推進

をしておるところでございます。まだ足りない部分があったのかと思いますけれども、

今後なお一層推進していきたいと思います。 

 次に、庁舎の案内の件でございます。 

 本庁舎につきましては、完成時点に作成したパンフレットにも掲載をしておるとお

り、町民の方の利便性を考慮した庁舎ということで、町民の方がいつでも誰でも気軽

に利用できるユニバーサルデザインということで取り入れております。人に優しい庁

舎になるような設計理念で設計をいたしております。 

 一方、実際に庁舎の業務状況については、庁舎の案内表示がわかりにくい、わかり

づらいというような御指摘もいただいております。これも事実でございます。この間、

担当課、庁舎の整備は企画財政課で担当しておりますが、御指摘のたびに種々検討い

たしまして、防災面あるいは景観も一つ必要ではないかなというふうなことも考えて

おりまして、そのような面に配慮しながら、まず総合案内を設置したと。それから、

１階のカウンターにみのりちゃんマークで番号をずっと配置をしておりますが、番号

による案内体制をつくったと。それから、トイレの案内がわかりづらいというような

御意見がございましたので、トイレの表示をもう少し見やすくしたと。あわせて、完

全分煙でしておりますので、喫煙所、役場はどこで吸いようかとというふうな質問も

ございましたので喫煙所の案内など、その後いたしておるところでございます。 

 今後も皆様方からの御意見、御要望に応じて、一層の利便性が図られるように見直

してまいりたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 町長の話じゃありませんけど、サービス産業だというふうなことを考えたら、やっ

ぱし町民目線でそういうふうなことは考えてもらいたいと、そういうふうに思います。

番号をつけるなら、私に言わせたら、何々課という名前をつけてもよさそうなもんで

すけど、そういうなところで、ぜひとも町民の方が気軽に行かれるような役場にして

もらいたいと、そういうように思います。特に、相談事とかなんとかで来られた場合、

カウンターが１列あるわけです。なかなかぽうっとしとるもんで、よか話はよかばっ

てん、やっぱし自分がちょっと気の引けるような相談事とかなんとかで、あそこでフ

ロアをオープンにしてあるのはいいですけど、やっぱしちょっと人に聞かれたくない

というような話とかあると思いますけど、そういう場合の対応というのも考えた上で、

ぜひとももう一度検討をしてもらいたいと、そういうように思います。いかがでしょ

う。 
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○片渕克也企画財政課長 

 各課、南と北の間には相談室等も設けておりますが、なかなかそこの相談室に入っ

てというと町民さんも抵抗があるような状況でございます。課長会議の中で、少なく

とも税務課あるいは保健福祉課、長寿社会課、ここについてはカウンターに仕切りを、

隣の人に会話は聞こえるかもわかりませんけども、書類等がのぞかれないような仕切

りを設置してはというふうな意見も出てきております。そういうことも十分に配慮を

しながら、全部してしまえばかえって表示が見えにくくなるというのもありますので、

そういったことで全体的に配慮しながら、そういった設置も考えていきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

 

○本山隆也総務課長 

 現在、職員を預かります部署、総務課といたしましても、研修ということでマナー

の対応、それから各階級ごとの研修など含めまして、庁舎内、庁舎外を含め、26年度

実績で46回、延べ770名の職員について研修をいたしているところです。今後、さま

ざまな方もそれぞれの事情を持ってこられる皆様には、その対応についてもしっかり

今後とも職員係としても対応していく所存であります。 

 

○草場祥則議員 

 ひとつ町民目線で改善すべきとこは改善してほしいと、そのように思います。 

 次に、私も議員をしとっていろいろ、例えば道路の補修とか頼まれるわけです。ち

ょっとどがんじゃ言うてもらえんやろかとか、そういうな場合、町道とかなんとかは

町で解決できますけど、県道とか国道とかというのになった場合、どうしても町の課

長さんたちにあそこをこういうふうに言われようて、どがんじゃしてくれんやろかと

いうようなことを頼まなければいけないわけです。そういうな場合、どうしても町か

ら県に、それで県から私たちに来るというようなことで、そこの連携がうまくいって

いないんじゃないかなあと思うわけですけど、いかがでしょう。 

 

○荒木安雄建設課長 

 要望した件について、どのような対応をしているかという御質問でございます。 

 私ども建設課には、国道、県道、また町道についてたくさんの要望がございます。

この要望の内容につきましては、道路整備や道路補修、河川整備等がございまして、

地元の方から署名捺印がある要望書によるものや、駐在員さん、また議員さん、また

地域住民さんからの口頭や電話連絡による要望等、形態もさまざまでございます。 

 議員御質問の国・県道の整備要望につきましては、まず現地を確認し、要望処理カ

ードを作成しております。要望内容により、関係各課、係へ協議を行い、複数の職員

が情報を共有した上で、道路管理者である杵藤土木事務所へ進達をしているところで

ございます。 

 また、緊急性の高い案件につきましては、土木事務所へ電話連絡を行い、できるだ
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け早い時期に現場立ち会いをお願いし、早期解決に向けた要望を行っているところで

ございます。 

 しかしながら、予算等の都合もございまして、すぐに対処できる案件や、また次年

度以降に対応する案件もございます。そういう場合は、地元の方へその状況等をおつ

なぎをしているところでございます。 

 今後も要望があった案件につきましては、再度現場を確認し、解決していなければ

再度県へ要望してまいりたいと思っているところでございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 ほかの機関の所管であっても、町内のインフラとして責任ある対応をしてほしいと、

そういうふうに思います。 

 次に、いろいろ町内、町が事業をする場合、説明会などを地区で行われるわけです。

どうしても、そこの出席が非常に少ないというようなことで、もう少し、せっかく現

地説明会なりするなら、私から言わせりゃ、何かすぐ町報に載せました、ケーブルワ

ンで言いましたというような答えが来るわけです。ただ、そういうだけじゃなくて、

もう少し工夫して、一人でも多くの方が説明会等には来るというような努力をしてほ

しいと思いますけど、そういうなところ、総務課長、どうですか。 

 

○本山隆也総務課長 

 議員おっしゃいました広報手段といたしましては、月１回の広報誌の発行、そして

各部署からの全戸配布、それから各班ごとに行います回覧等、それからまたインター

ネットに伴いますホームページ、それからケーブルテレビあるいはまた広報、公用車

による広報等、さまざまな方法で行っているところでございます。広報活動は、町の

政策事業と一体的なものと思っております。確かに、限られた予算の中で事業効果を

より高めるためにも、広報活動の果たす役割は極めて大きいもので、今後ともＰＲ力

には向上については努めていかなければならないものと思っております。 

 やはり、伝達が住民様お一人お一人に届く、血の通ったと申しますか、ちゃんと行

うべきものが伝わるというのは大変、まして住民さんに参加をいただくようなことに

関しては大変重要なものと思っております。今後とも、そこのやりっ放しではない、

そちらからの何かの反応を感じるべく、広報については血の通ったものにしなければ

ならないものと思っております。 

 

○草場祥則議員 

 職員さんから見たら、そういうふうなことが仕事ですけど、やっぱり一般の町民の

方はまず自分の仕事、生活が第一で、町の行事とかそういうなものはどうしても自分

の仕事とか比べたら関心の度合いは低いと思うわけです。ですから、それを関心を寄

せるという場合、かなり役目済まし的なものじゃなくて、がんして、行政放送でゆう

たけん、広報で言うたけん、駐在員会にも言うたけんじゃなくて、例えばうちら辺で

は下区地区で何かする場合は、そこら辺を拡声器つけて車あるもんで、きょうはしま
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すからというような、そこまでやっぱし力を入れてしないと、せっかくして10人ぐら

いしか来んさらんやったというふうに皆さん方もまたがっかりするやろうし、そうい

うなことでひとつひとりよがりじゃなくて、皆さん方に行き届く方法を考えてもらい

たいと、そのように思います。ひとつよろしくお願いしときます。 

 それでは、大きい２番目の魅せるイベント、町の情報発信についてということで、

先月もぺったんこ祭りですか、大盛況ということで聞いております。春夏秋、この３

つは地域の祭りとしてはあるわけですけど、白石町は農業の町、また産業が盛んな町

というようなことで、やっぱし商工会、農協、漁協とあるわけです。こういうふうな

産業組織といいますか、そういうふうなものの祭りといいますか、催し物で、そして

白石町の産業の力、また魅力を広く町外の方に知ってもらうという意味でも、そうい

うふうな組織が主催する、共催する産業祭りといいますか、そういうなものをぜひ中

央でやるべきじゃないかなと思うわけですけど、答えをお願いします。 

 

○矢川又弘６次産業専門監 

 草場議員さんのほうから、総合運動場を利用して産業祭ということでお話をいただ

きました。現在、お話しいただきましたように、３祭あるわけでなんですけども、イ

ベントを開催しまして町内の方々に白石町の魅力の情報発信をすることは交流人口の

拡大が期待できまして、町内の活性化、それから地域振興や定住化のために非常に有

効な手段と考えております。 

 現在、先ほどお話にありました白石、福富、有明の３地域の自然、特産品を生かし

たイベントであります歌垣春まつり、夏祭り、ぺったんこ祭りが町の合併以降継続し

て開催されております。例年、町内外から多くの方がおいでいただきまして、３祭で

２万5,000人前後の来場がありまして、町民の融和と地域の活性化、地域間交流の場

となっております。 

 しかしながら、町が合併して10年を経過しまして、来場される方からイベントの内

容が少しマンネリ化してるのではないかとか、新しい内容の企画を考えてくれんやろ

かというお話をいただいてるのも事実であります。白石町では、平成18年から地域の

活性化と産業振興を図るために、町内の11の組織、団体から成ります白石町まちおこ

し運営委員会を設置いたしております。その中で、目的達成のために役割を担ってい

ただいておりますけども、各イベントの実行委員会の設置なり、イベント日程、会場

の設定、それからイベントの企画、予算等を協議していただいて、実行委員会に引き

渡すと。それから、各祭りの実行委員会から報告があった提案事項について協議をし

ていただく自主的なイベントへの助成ということを担っていただいております。 

 先ほど総合運動場を利用しての産業祭というお話をいただきましたものですから、

白石町まちおこし運営委員会におきまして、現在まちおこし事業で開催しております

イベントの当初目的、効果、課題等を検証していただきまして、白石町の産業の力、

魅力を町内外に情報発信するイベントの方向性について、現在開催しておりますイベ

ントの継続、統合、縮小、廃止等を含め御審議をお願いしたいと思っております。 

 以上であります。 
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○草場祥則議員 

 今、専門監から話がありましたように、私ももうマンネリ化しとるといいますか、

餅投げか太鼓浮立何かそういうようなことで、何かもう少し考えられんやろうかと。

ただ、今まちおこし委員会といいますか、あれもやっぱし充て職が多いんじゃないか

と思うわけです。ですから、やっぱしそういうふうなことも町としても考えて、もう

少し実のある、その人たちがいかんというわけじゃないですけど、どうしてもやっぱ

り充て職で来られた場合、もう去年何しとったとやと、それしていっちょこうという

ようなことになってしまうもんで、そこら辺から考え直してやってほしいと、そうい

うように思います。 

 特に、私いつも思うんですけど、あそこの歌垣公園のツツジ祭り、あれなんかはも

う10日間ぐらい、１日の祭りじゃなくてして、ずうっとお客さんを呼ぶというような

ことでやったら、イベントじゃなくて、そういうふうな来て楽しんでいただいていく

というようなおもてなしの準備だけをすれば、それで十分お客さんが来るんじゃない

かな、そういうに思います。ただ、あそこは特に歌垣というものがあるもんで、私も

青年団をしてる頃中国の雲南省の昆明というとこまで行って、あそこが歌垣の発祥の

地というようなことで、昆明からまた中国の方をこっち呼んで、歌垣まつりというの

をしたことがあるわけです。そういうなことで、特にツツジ祭りは私なかなかいいイ

ベントになりゃせんかなと思うんで、そういうようなことで考えてほしいと、そうい

うふうに思います。とにかく、今の祭りをもう一回一から考え直すというようなこと

でやってほしいと、そういうふうに思います。特に、産業祭というのは、これだけ白

石町はいろいろ６次産業化、また道の駅というようなことをしようと思うとるもんで、

白石町の産業の力というものを大いに発揮できるところをぜひつくってほしいと、そ

のように思います。ひとつよろしくお願いいたします。 

 それでは最後に、３番目のきめ細かな介護サービスということで質問をしておりま

す。 

 安倍首相は、この前新聞を読みよったら、総務省の調査では介護を原因とした離職

が年間10万人を超えていると。介護離職を機に、高齢者と現役世代が、例えば看護さ

れるほうとするほうが共倒れをする現実がありますと。安心につながる社会保障とは、

高齢者の安心だけでなく、現役世代の安心にも資するものでなければなりませんと。

今から、在宅介護の負担軽減、介護施設の整備を加速することによって、2020年初頭

までに介護離職者ゼロを実現したいと、そういうふうに考えていますというようなこ

とで、安倍首相の談話が載っておりました。 

 私も、きょう皆さん方に資料請求を送っておりますけど、ある町内の私の知ってる

方からお手紙をもらいましたので、今の現実を写し出しているんじゃないかなと思っ

て、皆さん方にちょっと御披露しようと思って、内部資料として出させていただきま

した。詠み上げてみたいと思います。 

 母を自宅で介護ができなくなり、施設に頼ることになりました。当初、施設の種類

の多さ、入居要件や入居料金が多様で、施設の選択に苦労しました。しかし、施設の

おかげで、また介護保険のおかげで、母は長生きができたと思います。自宅の介護で

は、家族が疲弊してしまい、本人にも負担となったと考えます。施設に入居できたた
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め、同年代の方々との会話や趣味を楽しむ場が復活できました。また、呼吸管理が必

要になった段階では、施設のおかげで24時間の管理ができたと思います。本来は、自

宅で満足のいく介護ができれば本人にとってよいのでしょうが、家族による介護は精

神的、体力的に限界があると感じたところです。私の経験では、スープの冷めない距

離に適切な介護施設があり、入居できたことは幸いだったと思います。なお、母の場

合は会社員でしたので、年金収入により施設の入居料金は家族の負担とはなりません

でした。しかし、老後の年金額や資産によっては介護施設への入居は家族の経済的負

担が大きくなります。この点では、介護保険制度の充実が求められますというような

ことで、丁重にお手紙をいただきました。 

 そういうふうにして、私の知ってる方も１人は親子２人暮らしで、１人は長距離の

運転手さんと、お母さんがそういうふうになられて、どうしてもちょっと長距離は夜

心配やけん仕事されんというようなことで、非常に悩まれておりましたけど、その方

も施設に入られて、本当に助かったというようなことで、親子共倒れせんばねったと

いうような切実な面もございます。 

 それで、この前も関西やったですか、親子心中して娘さんが生き残ったというよう

なことで痛ましい記事が載っておりましたけど、あの記事を読まれて、副町長どうい

うふうな感想を持たれましたか。 

 

○百武和義副町長 

 議員からお話ございましたように、先月22日に埼玉県のほうで認知症の母親と病気

の父親、それとその娘さんが無理心中を図った事件が起こりまして、不孝にも御両親

が亡くなるという本当に痛ましい事故でございました。事件の前には、母親の介護サ

ービスの申請もされて、また生活保護の申請もされた後に発生した事件ということで、

本当に驚いたところでございますし、また何とか事件が発生する前にどうにかできな

かったのかなあという思いがしたところでございます。 

 以上です。 

 

○草場祥則議員 

 これは一つの国の施策で、町はどうしようもできないというような面もあるかと思

いますけど、国においては在宅介護、地域での見守りを掲げておりますけど、個別の

ケースを見きわめ、本町では適切なサービスができる体制ができてるかどうかお聞き

したいと思います。 

 

○片渕敏久長寿社会課長 

 白石町において、私たちの地域できちんとしたそういう見守りができているかとい

うことでございます。 

 先ほどの事例を出していただきましたけども、埼玉県のほうでの事件だったと思い

ます。いろいろ御家族の中で、お母さんを最初は介護をされておったんですけども、

その後お父さんのほうもちょっと体調を悪くされ、お父さんが仕事をされとった収入

というのがなくなって、いよいよ介護のそういう支払い、あるいは医療関係の支払い
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が難しくなって、思い余っての事件だったと思います。 

 通常は、そうなる前にこのような介護保険の認定を受け、サービスの受給を受ける

とか、あるいは金銭的に非常に難しくなってきますと、ほかの親戚の方とか、あるい

は御兄弟さんの支援を受けるとか、また今回の事件の中では生活保護の申請もされと

ったということで、どうしてちょっとこういうことになったのかなと、非常に家族の

精神的な苦痛というのも見えないところであったんじゃないかなというところを私ど

もも非常にびっくりしたところです。 

 私たちの町の中でも、今は特に高齢者の見守りという中では、地元の区長さんとか、

あるいは民生委員さんとか、そういう近くにいらっしゃる方々からの情報を受けて、

本人さんがかかわっていらっしゃる介護支援専門員、ケアマネジャーさんとか、ある

いはケアマネジャーさんから、これはちょっと難しいケースだから対応してくれんか

というところで私どものほうの地域包括支援センターにそういうお話が来て対応をす

るというような形ができてございます。 

 ただ幸いに、こういう事件の発生とかそういうところ、まだ見えないところではそ

ういう小さな芽になっているというようなものがあるかもわかりませんが、できるだ

けそういう今回の事件のような悲惨なことが起こらないような体制づくりといいます

か、そういう発見の手法をつくっていくと。隣近所のおつき合い、そういうことが都

市とはまた違って、白石のほうでは非常にまだそういう面では充実をいたしておりま

すので、ぜひ周りの方々あるいは家族、兄弟さんの力を得ながら、今回の事件のよう

なことがないようにやっていければというふうに思っております。 

 

○草場祥則議員 

 これは非常に今後団塊の世代の方、私たちも含めて、70ずっとなっていくわけです。

大きな問題になると思いますけど、この前総社市ですか、あそこでは小地域といいま

すか、例えば私たちの部落は部落の20軒なら20軒ぐらいでそういうふうな介護につい

ての一つの組織づくりをして、民生委員さんの下にまた介護をそういうふうな手助け

する補助員制度というものをつくってやっておられると、非常にこれはいいことだな

あというふうに思ったわけです。ですから、今民生委員さんも、それから福祉協議会

もやっておりますけど、点から面で、面としてそういうふうなサービスを考えるべき

じゃないかなと、そういうふうに思います。 

 それでまた、普通の私たち自身もやっぱし最後の質問に書いておりますけど、親が

ある程度の老いを感じたり何かしてくる40、50代の方たちに、やっぱしきょうこの手

紙に書いてありますように、施設の選択に苦労しましたとか書いてありますけど、親

がなったら、そういうふうな介護施設とかなんとかを面倒見らんばらんよというよう

なことで、一つの知識を入れるといいますか、40代、50代の方々に一つの予備知識と

いいますか、例えば親がこうなったら、こういうふうなことをせんばいかんよとか、

そういうなことをやっぱし勉強する機会といいますか、私も親を見て、私もいろいろ

皆さん方に言うわけです。親がしたら、精一杯したほうがよかばいて、そういうふう

に亡くなさったとき、自分はやっぱり一生懸命したという満足感があるけんというよ

うなことで、そういうふうな経験の方がいっぱいおられると思うもんで、やっぱし
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40代、50代の方々にそういうふうな一つの予備知識といいますか、親ががんになった

らがんせんばらん、例えば介護ケアもがんせんばらんとか、そういうふうなことをあ

る程度教育とまではいきませんけど、そういうなことをしたらいいと思いますけど、

どっちですか、生涯学習課ですかね。急にですけど、ちょっとそういうふうな予備知

識を入れるようなことの運動といいますか、ちょっとどこかわかりませんけど、ひと

つしたらいいと思いますけど、いかがでしょうか。 

 

○片渕敏久長寿社会課長 

 済みません。長寿社会課のほうからお答えをさせていただきます。 

 ただいま議員も御提案をいただきましたけども、私どものほうでも40歳代とか50歳

代の方に対して、そういう介護の情報とか、あるいは社会保障としての親のほうを支

援といいますか、そういう介助をするような方法というのを40歳代、50歳代へ向けて

の発信というのはなかなか今やってはきてなかったと。広報誌とか、そういう中では

こういうのがあると、探せばこういうのがあるということはわかるわけですけども、

直接的にそういう方を対象にした講座とか、そういうものは設けておりません。 

 ただ、65歳になりますと、介護保険のほうの１号の被保険者という形になりまして、

いよいよ何かあったときには自分もサービスを受けられるということになってくるわ

けでございます。そういうことで、広域圏のほうでは介護保険の65歳到達者について

は、二月に１回ですが、一番直近のお誕生日を迎えられた対象者に案内を出して、介

護保険の説明をやってございますが、聞きますところでは、もう参加者もちょっと余

り多くないということでございます。まだまだお元気な方ばっかりなので、まだ自分

は関係ないということなんでしょうが、やはり議員おっしゃるように、そのあたりは

事前の知識あるいはそういう情報を持っておくことで、家族、親のほうの介護のほう

の情報にも利用にもつながってまいるかと思います。 

 また、高齢者の御本人もやはりいろんなケースがあるんですが、中にはもう認知と

かがかなり進んでみえて、自分ではなかなか判断ができなくなっておられるというよ

うな方もお聞きをいたします。そういうことで、やはり家族の中で、自分はこうなっ

たときにはこういうふうにしてもらいたい、あるいはこういうふうに生きたい、また

終活というような言葉も今言われておりますが、事前に亡くなるときにはこういうふ

うにしてもらいたいというようなことを家族の中で機会があるときにやっていただく

ことで、そういう何かあったときのより家族のきずなも強くなっていくんじゃないか

というふうに思ってるところでございます。 

 

○草場祥則議員 

 今、課長がおっしゃったように、家族で親の老後はこがんというのは大いに話して

おくべきだなあと思います。私のところも、いざ介護でお金が要るとなったら、やっ

ぱし兄弟に言うたら、私たちももう自分の生活で精いっぱいやというけん、親にお金

をやり切らんというようなことで、そういうふうなまた深い問題があるわけです。で

すから、今後こういうようなことで、私も勉強していきたいと思いますので、ひとつ

よろしくお願いしておきます。 
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 質問を終わります。 

 

○白武 悟議長 

 これで草場祥則議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

10時15分 休憩 

10時30分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。内野さよ子議員。 

 

○内野さよ子議員 

 本日２人目ということで、身近な問題について質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 今回の質問は、総合戦略会議に９月、10月と本町の役場のほうでも企画をされてい

ましたので、その素案づくりについて私たちも一緒に参画をしましたので、その勉強

会の中で、観光振興資源の活用のためにということで話題になりました。文厚の委員

の中でも、委員会の中でも、こういうことは大切かよねということで今回質問をさせ

ていただいてますので、よろしくお願いします。 

 まず初めに、観光資源ということで、須古隆城の史跡指定についてということで状

況を伺います。 

 その状況によっては、国、県等へ積極的に働きかける必要があると思うが、町の考

えを伺うということで質問をしています。 

 この隆城については、実は去年の26年３月にも一度質問をしています。その時点で

は、スムーズな運営といいますか、振興が進んでおりましたけれども、今回４月にな

って少し振興が鈍っているというような状況を感じ、今回質問しています。 

 この隆城というのは、25年度で多分終了していたはずでありましたけれども、その

ときの答弁では、大体杵島地区においても60ぐらいの予定であったけれども、121で

したか、そのくらいにふえているということで、なかなか史跡指定についておくれて

いるということが答弁をいただいたところでした。県及び文化庁の保存方法について

は、多分27年度ごろにはまとめられて報告があるだろうというような結果であったと

ころです。 

 この史跡といいますか、城館調査については平成14年か始まりまして、18年度か

19年度に須古隆城が先に視察、調査があったと思います。そして、平成20年３月20日

に報告と、それから公開講演会といいますか、そういうなものが行われて、私自身も

須古に住んでいながら、須古隆城、須古隆城と言いながらも、隆城のすばらしさとい

うか、そういうなものを中途半端にしていたということで、その公開講座を聞いて、

何かすばらしいものが近くにあるんだということ、そして九州北部一円を、しかも九

州を３つに分けた場合に北部九州を支配していた拠点であったということ、そういう

なことも含めて国とか県の指定は間違いないだろうというようなシンポジストのお話
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でした。それを期待が深まっていたところですが、今回こういう質問の仕方になりま

したので、その状況について、今回どういうふうになっているのか、お願いをします。 

 

○松尾裕哉生涯学習課長 

 御質問の須古隆城の史跡指定についての状況について、今議員御質問の中にもあり

ましたが、年代等、重複する点があると思いますが、状況を報告をさせていただきま

す。 

 県内に存在、所在します中世、近世の城館跡及び関連施設を対象としました中近世

城館跡緊急分布調査事業につきましては、先ほど申し上げられましたように、当初は

平成14年度を準備期間といたしまして、平成15年度から現地調査を開始し、平成25年

度に報告書を刊行し、終了する計画となっていたようでございます。白石町を含みま

す杵島地区につきましては、平成20年度には分布調査が実施された結果、当初予測を

されておりました62カ所から大幅に超えます121カ所が確認をされまして、杵島郡を

含みます小城、杵島、藤津の報告書が当初の計画より１年おくれの平成25年度に刊行

をされております。 

 このように、各地域の城館跡が当初の予想より約200％の増加率となったこととあ

わせまして、平成26年度に県の教育委員会の調査体制が変更をされたということによ

りまして、調査期間が延長をされておりまして、今年度に肥前名古屋城跡とその周辺

の寺院跡の調査報告書、それから平成28年度に東松浦地区の調査報告書が刊行されま

して、事業が終了する予定ということでございます。 

 平成29年度に佐賀県教育委員会により、県内城館跡の国指定対象の選定がなされま

して、市町教育委員会や文化庁との協議の上、指定対象城館や指定範囲などを決定さ

れまして、翌30年度に文化庁から文化審議会へ諮問がなされるように進めていくとい

うことを伺っております。議員が前回の議会で質問されたときに比べまして、それが

２年ぐらい今おくれている状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 ２年おくれているということでありまして、全体的なおくれがあったという背景に

は、そのとき去年の時点では大体終了に近づいたということでしたので、体制が不備

であったということが感じられます。 

 こういなことで、結論的には県のほうへきちっとお尋ねをされて、30年度には報告

体制ができるということにきちっと県のほうで答弁があったわけですか。 

 

○松尾裕哉生涯学習課長 

 生涯学習課のほうには、文化担当の係長がおりますので、文化担当の係長のほうか

ら県に確認をして、今県のほうからお答えがあった分がその年代ということでござい

ます。 

 

○内野さよ子議員 
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 なかなかこういう調査については、地元の盛り上がりとか、そういうなものもいろ

いろあるかもわかりませんけれども、できればもうちょっと早くにきちっとした体制

がなされるように要望とか、県のほうにお尋ねをされて、結果として報告をしていた

だきたかったなあというふうに思っています。 

 この須古隆城にかかわらず、その城館調査の中には、そのほかにも白石の町内で、

先ほど言われたように62から121まで杵島地区内でもふえたということで、その中に

白石町も含まれていると思います。私の須古の地域にも、あと小島城とか杵島城とか、

それからいろんなお城があります。きのうからもずっとありますように、あるある文

化財の中にもずっと報告をされています。その報告の中には、この城館調査の経過報

告といいますか、21回にわたって報告をされています。それをずうっと読み返しして

みました。読みました。読みましたが、すごいところだなあということを改めて感じ

ているところです。そういうなことも含めて、今後も要望なり、きちっとした確認な

どを行っていただきたいというふうに感じているところです。 

 こういう史跡というのは、なればなるで大変面倒なことも多いかもわかりませんけ

れども、実は私が今回また質問しようと思った背景には、８月26日に山口知事が基肄

城の視察をされています。新聞に載りましたので、それを見て思ったところですが、

その記事が載ったのが多分10月ぐらいだったと思いますが、10月に、山口知事がさあ

行こうということで、県内各地の文化団体とか、あるいは人材の豊富なところを訪問

しているシリーズです。その中の５回目のシリーズということで、さあ行こうという

ことで基肄城に行かれていました。その基肄城が、基肄城というのは基山にあるとい

うことぐらいしか知りませんでした。生涯学習課長も御存じかと思いますが、ああと

思って、実は友人に基肄城のチラシでもいただけないかということで、基肄城のパン

フレットをいただきました。すると、須古の隆城の私たちのところもこれだけあれや

けんねという自慢に思っていたわけですよ。基肄城というのは、また一段と大きくて、

標高404メートルって書いてありますが、これに、それくらい高い山で、すごかなあ

と思うぐらい広さ、高さ、史跡の分布状況もそれはそれはすごいものでした。しかも、

今までに、過去にもう1350年もたっているという記事がこれに載っています。1350年

もの跡なら、隆城はやっぱり負けたねと、負けたかったではありませんが、それくら

いすばらしいものの資料でありました。これくらいでありますが、その新聞に載った

ときに思ったのが、基肄城でまちづくりとしてありました。それで、やっぱり史跡と

か国指定になると、みんなも寄ってくるし、いろんな面で町民、私たちみずからが自

分の住んでいるところを改めて見るのかな、見直す機会になるのかなあと思って、私

はやっぱり指定ぐらいになったほうがいいのかなあというふうに思ったところでした。

そういうなことで、こういうふうなものも含めて思います。基肄城が1350年というと、

もう随分昔の話になりますが、日本書紀の中にも基肄城のことが実は載っていました。

ああ、白石もそんくらいぐらい前の記事が、何か前の分がないかなあと思って改めて

考えてみると、杵島山、歌垣山の頂上には歌垣の歌碑がありまして、「あられふる杵

島岳を峻しみと草採りかねて妹が手を取る」という歌碑があります。その歌碑は、佐

賀の肥前風土記という中にも盛り込まれてありまして、その風土記ができたのが奈良

時代というふうなことを聞いていますので、奈良時代というと、やっぱり600年から
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700年ぐらいの西暦かなあと、時代かなあと思うので、時代背景は基肄城のできたこ

ろと歌垣山で恋人同士が歌を歌って詠み合ったというようなすばらしい地域だという

ことを再度認識をしました。それで、やっぱり私たちのこの地域観光という地方創生

をつくるときに、歌垣山あるいは干拓地に広がる白石のことを地域振興ということで

つくり上げていくことができたらすばらしいんじゃないかなということをちょっと思

ったところでした。それで、何か自分だけ焦っているのかもわかりませんが、町民の

皆さんにも、もっと伝達とか周知ができるようなことも関して、平成30年までちょっ

と見送りということになりましたけれども、なるべく状況の把握等ができましたら伝

えてほしいと思います。そういうなことで、昨日も干拓のことの質問があっていまし

て、沿岸道路背景に道の駅を、周囲をつくっていく観光、そういうなことと、あるい

は山を背景としたつくり方、町長はどうお考えでしょうか。そういうなことで、目指

すものがそのあたりにあるのかなあというふうに思います。町長、いかがでしょう。 

 

○田島健一町長 

 ただいま内野議員から言われましたように、今の時代、地方創生がいろいろと言わ

れている中において、地方振興、地域の振興、さらにまた地域の観光というところも

一生懸命取り組んでいかなくてはいけないと私は思っております。 

 そういった中で、今回も観光の協議会をつくっていただいております。これは、見

るもの、食べるもの、体験するもの、いろんなものを観光の中に入れ込んでいただき

たいというふうに思っておりますし、白石町の中においても、杵島山山麓付近でのい

ろんな史跡、また平野部の秀津の町から平野部にもいろんなものがございますし、ま

た干拓地の中にもいろいろございます。もう白石町はどこをとってもそういった歴史

の宝庫になってるんじゃないかなあというふうに思います。そういったものも、各地

区で生かしながら、この地域創生、地域観光をやっていきたいというふうに思ってる

ところでございます。 

 

○内野さよ子議員 

 いろんなものが白石には宝庫ということを町長おっしゃいましたけれども、まさに

そのとおりだと思います。 

 先ほども申し上げましたが、２点目に移りたいと思いますが、観光資源であるそう

いった杵島山系、あるいは干拓の第１線堤、第２線堤と今ありますけれども、そうい

うなものを材料にいろんなものがあるんだなあということを私たち自身がもう少し認

識をして、外にＰＲをしたりすることが大事かなあということを思っています。白石

町は、ＰＲ不足、ＰＲが下手だというふうに言いますが、やっぱり自分たちの町のこ

とをもっと知るという機会になっているのがきのうからも出ていますあるある文化財

ですね。あるある文化財は、とても有効な手段で、自分たちの町を知るいい機会にな

ったと思います。 

 昨日、前田議員があれを冊子に、資料に、本にしたらどうかというようなことを言

われました。２点目ですけれども、あの資料はとても材料になりまして、観光ガイド

というようなことを今回質問して、そういうなガイドの育成とかすることが一番いい



- 18 - 

んじゃないか、それがひいては自分たちの町を知るということにもなると思うので、

講座をしたりとか、そういうなことをぜひ進めてほしいなあということを思っていま

す。課長、どうでしょうか。 

 

○松尾裕哉生涯学習課長 

 あるある文化財につきまして、皆様方から本当にうれしい言葉をいただいておりま

す。先ほど、議員おっしゃいましたとおり、あるある文化財につきましては、すぐあ

れを手元においてずっと学習等をすれば白石町の内容がわかって、それぞれ興味のあ

る方につきましては、そういうふうな観光ガイド的なことをできるまでの内容だと私

たちも思っております。それで、いろいろ生涯学習講座の中で、いろいろ秋の講座、

春の講座というようなことでも取り組んでおりますが、来年度の計画としまして、今

杵島山とか干拓とかというのがクローズアップをされておりますけど、白石の下の平

野、町の中にもいろいろ神社とか文化財的なものがございますので、そういうふうな

ところを案内しながら、春の講座等でできないかなというふうに思っておりますので、

それを含めまして、観光がボランティアでちょっとボランティアができるような講座

等もこれから考えていく時期にももう来てると思いますので、その辺につきましては

今後私どもも検討させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 今、課長の言葉の中に、そういう時期に来ているのかなあと言われたんですが、本

当はもっと早く、私自身もみんなですが、もう少し白石町のＰＲをするためにも、ガ

イドを目指した育成とか、いろんなまちづくりの中では今行われているので、そうい

うなことはぜひ進めてほしいと思います。ガイドにすぐなれるというわけではないの

で、例えばルートを決めたりとか、これからそういうふうなことをされると思います

が、観光課でルートを決めたり、こちらのルートとか、いろいろ観光の資料の内容を

つくっていただいたりすることがいいのかなあというふうに思っています。私、白石

町の中でいろんなことがあるときに、そういう編さんをしたり、資料をつくったりす

ると、公共機関でつくられたものということで、ずっと残っていくということがあり

ますよね。そういうなことも含めて、ぜひいずれは編さんをしたりしてほしいなと思

います。私がずっとあるあるガイドは、きのうもおっしゃいましたけれども、平成

17年１月に白石町が合併をして、４月から始まっていますよね。そういうなことを見

ると、あれを一枚一枚コピーをして、何枚かコピーをしたりしていますが、追いつけ

なくなって今ことしまでで随分な量になっています。その中に、やっぱりそういう公

共機関でつくられたものは大事という一つの中に、あのあるある文化財の中に実は須

古踊りというのがあります。御存じかと思いますが、この須古踊りは白石町には須古

には現実には残っていません。けれども、もう15年ぐらい前に一度大島村から来てい

ただいて、須古踊りの交流ということをしたことがありますが、もう15年以上前です

ね。そういうなことで、須古踊りが現実にはどうかということを載ったのがあるある

文化財の中に大分、10回シリーズぐらい以上で須古踊りのことが載りました。そのと



- 19 - 

きに、ああどうして須古にはなくて、長崎県にはあるんだろうということを思ったと

きに、それが書いてありました。発祥地はどこだろうというのも不明だけれども、一

つには隆城の中に平石という方がいらっしゃいました、1350年代に。そして、龍造寺

隆信が攻めて、そしてなりまして、平石が長崎県へ落ち延びたときに長崎県で普及さ

れたのではないだろうかということが須古のそのあるある文化財の中に書いてありま

す。けれども、それは白石では廃れたけれども、また江戸時代になって鍋島様が徳川

家光様の前で献上踊りをしたとか、大層晴れやかな踊りであったという祝いめでたの

踊りだったようです。鍋島様、藩士みずからも踊ったりしていたというようなことが

書かれていました。ああ、また出てきたということは、何でそこに残らなかったんだ

ろうというようなことも思いました。そういうふうに、残らないものも歴史の中であ

ったのに残らないようなものも出てくるということがあるので、やっぱり公共機関で

きちっとした資料をつくっておくということがこれからも大事かなあと思います。今

はあるけれども、100年後にはなくなっていたりすることの事案が出てきたりしない

ように、やっぱりきちっと今見詰めたときに、きちっと資料を残して、渡部さんもい

らっしゃいますので、こういうなときにぜひそういうなことをしてほしいなあという

ことを思っています。とにかく、あるある文化財をみんなが楽しみにしているようで、

いろんなほかのもたくさん載っていますが、それも私も楽しみにしている一つです。 

 ということで、文化財についてはいろんなところがありますので、あと杵島山系の

中にもたくさんありまして、お寺、仏閣、いろいろありますので、お寺とか神社の連

携をとりながら、今後も観光資源を大事にしてやっていく必要があるのかなあと思い

ます。６次産業専門監、何か一言、今後のことについて資料のつくり方とか、よろし

くお願いします。 

 

○矢川又弘６次産業専門監 

 貴重なあるある文化財のガイドとかということをお話しいただきました。本当に本

町の観光を推進する上では、この観光ガイドの育成、設置については重要なことだと

考えております。町内の史跡や歴史、地域で引き継がれております伝統や文化などを

よく御存じの方は各地域に必ずおられると思っております。観光ガイドの育成には、

まず地域に埋もれております有識者の方を探し当て、地域で語っていただけるような

仕掛けづくりが必要ではないかと考えております。町民の皆さんも地区の歴史や文化

を知ることによりまして、みずから住んでいる白石町のよさを再認識していただける

のかなと思っております。 

 また、地域住民のコミュニケーションが深まり、地域資源を大事にしていただける

心が育まれるのではないかと思っております。すぐにはできないかと思いますが、将

来的には観光ボランティアガイドの登録制度ができまして、町の案内人となっていた

だくことを期待しております。白石町においでいただくお客様を温かくお迎えするた

めに、既に観光ガイドを設けていらっしゃる市町もありますので、先進地の調査を行

いまして、今後本町での観光ガイドの育成に取り組みを検討してまいりたいと思いま

す。 

 以上です。 
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○内野さよ子議員 

 前回のときに、西山清則議員が徴古館からも110名の方が前回見えたという、隆城

を視察に見えたというような、そういうなこともありますので、須古にはそういうも

のがあるんだということを皆さんがちらちら知ってあるんですけれども、ＰＲができ

ていないのかなと思います。 

 先日、ＰＴＡの研究大会が、佐賀県の研究大会がふれあい郷でありました。そのと

きに、これを配ってありました。配ってありまして、私のちょうど前におられた女性

の40前の方が、ちゃー白石にがんとのあーよって言われてました。後ろから見ていて、

ちゃー白石もいろいろあったいねという話をされていたんですが、やっぱり自分たち

の町のこういうなものがあるということも知らないし、いろいろあったいねとか、そ

ういうなことを言われていたので、もっと自分たちの町のことをＰＲすることが大事

かなあということを話されているのを聞いて思ったところでしたので、ぜひ町内の方

にもＰＲをどんどんしてほしいなあというふうに思っています。 

 そこで、次ですけれども、歌垣公園、歌垣ロッジの活用のためには上水道の水資源

確保が不可欠であるんじゃないかということで質問しています。 

 前回、西山議員がこれもでしたけれども、歌垣ロッジのことを随分質問をされてい

ましたが、なかなか最終的には水の確保とかできていなかったようです。それで、み

んなまたそれも文厚の話の中で、絶対これは大事かよねということをみんなで話をし

たところでしたけれども、昭和60年に研修センターができて、平成８年に歌垣ロッジ

ができています。このことについては、何か活用をせんといかんという話は行政の中

でされていたはずですね。必ずされていたと思います。私たちの議員も、あそこがあ

るのに何で使われないのかということを私たちももっと追求をしないといけなかった

のかもわかりませんけれど、今観光がブームになったからではなくて、やっぱりもっ

と私たち自身がここをどうしたら使えるだろうかということを検討していかないとい

けなかったんだと思います。行政の方は、３年ぐらいでずうっと課が変わられますの

で、ずっとこれも先送り、これも先送りになった事案があって、私たちは見詰めてい

ながらその先送りを見放していたということもあるかもわかりません。そういうなこ

とで、このロッジのホームページ等を見ますと、済みません、前の段階のときに西山

清則議員と重複になるかもわかりませんが、研修センターの案内にはトイレ、ガスこ

んろ配備、宿泊可能です。それから、寝具はありません。水は飲料水に適さないです

と書いてあります。そして、公園内には消防整備がないため、火気厳禁です。文厚の

中でとても笑いました。ガスこんろがあるのに火気厳禁ですというのはないでしょう

というような話が出まして、こんろはあっても火は使えないでは、何のためにこれは

あるのかということになるので、もう少し何とかしようという取り組みがなされなか

ったことがとてもこれまでみんな含めて残念じゃなかったかなあというふうに思って

います。 

 専門監の９月の答弁では、このように言われています。飲料水を除けば宿泊可能で

す。それから、教育長の答弁には、飲料水、防災のそれが改善すれば、そういう課題

はあるけれども、子供たちの育成にはとても重要なところですという、お二人とも水
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の問題が課題である、水防設備がないためにここは使えないという大きなことがあり

ます。そこで、ペットボトルを持っていって水を使ったらいいんじゃないかとか、い

ろいろ単純なことを思いますけれども、何とかならないだろうかということを思って

います。 

 そこで、そこのちょうど歌垣山を下ったところに須古の山の中腹には貯水池という

のがあります。一つには、お金をかけて、そこから水を引いたりすることが一番可能

かもわかりません。それをもし引くとしたら、計算をされているかもわかりませんが、

その点についてはどうでしょうか。もし試算をされた分がありましたら、莫大なお金

になるかもわかりませんが、お願いします。 

 

○山口弘法水道課長 

 公園の中には、手洗い用の水や飲料水、防火用水の水は必要不可欠だと認識してお

ります。現時点におきまして、公園で１日どれだけの水が必要なのか、予測はできて

おりません。そういうふうなことで、管路の大きさ、どれぐらいの大きさの管路を設

置したらいいのかというようなことがまだわからない点が多々ございます。仮に、白

石の排水機場から公園まで水道管を引くとなると、約1.5キロぐらいの距離と高低差

が140メートル程度ございます。これだけ見ても、多額の費用がかかるんじゃないか

なというようなことは推測されます。 

 以上でございます。 

 

○矢川又弘６次産業専門監 

 今、内野議員のほうから、水道を布設すれば問題が解決するのかというお話をいた

だきましたけども、今現在、歌垣公園内での水道の蛇口から出ます水は山から湧き出

しております地表水を引いておりまして、飲用水としては利用することができないと

いうことで、前回お話をさせていただきましたけども、歌垣センターやロッジにつき

ましても、これまで幸いに食中毒の事故は発生しておりませんけども、安心・安全な

施設の利用を続けていくためには、やはり飲料水に適合させることが必要ではないか

と考えております。先ほど水道課長に話がありましたけども、上水道を引くとなると、

高額な負担が必要ではないかと思いますけども、例えば引いた場合につきましても、

使用頻度が少ない場合には水道管内の対流水の滅菌効果が薄れ、健康被害につながる

のではないかと心配をいたしております。そこで、今現実的なということで対応でき

ることとしまして、現行の地表水を現場でろ過して滅菌する方法を検討しているとこ

ろであります。現行の地表水には、貯水能力に限りがありまして、また大勢のお客様

がおいでいただく繁忙期には絶対量が不足するのではないかという懸念はありますけ

ども、上水道に引く経費に比べまして、大幅に少ない費用で済みますので、水質改善

を図る上では有効ではないかと思っております。飲料水が確保できますと、宿泊利用

や簡易な飲食が可能となり、利用環境が向上しますことから、利用状況は一定程度の

好転が期待できるものと思っております。 

 以上であります。 
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○内野さよ子議員 

 ６次産業課のほうでも、いろいろ検討をしていただいているように思いました。 

 例えば、いろんなものでコンサルタントに見ていただいたりとか、資料をつくった

りするときに役場はそういうなことを利用されています。こういうなことを専門にや

ってあるコンサルタントのようなところはないものかとちょっと思ったところですが、

そういうふうに町長、コンサルタントさんに見ていただいて、こういうなものはこう

いう方法があるじゃないか、今の世の中、世界の中では汚い水、これでは飲まれない

というような水を浄化をして飲めるようになるような仕組みづくりとかも世界の中で

はいろいろ行われています。少ない利用というふうなことを６次産業専門監言われま

したけれども、これができないから利用が少ないんじゃないかなあというふうに思っ

ています。そういうなことで、コンサルタントのような方と一緒に話し合いとか、そ

ういうなことはできないものでしょうか。 

 

○田島健一町長 

 この水の水源の問題については、コンサルさんに依頼するというよりも、今担当の

ほうからも答弁差し上げたように、現状の地表水を利用するであるとか、いろんなこ

とで現実的にあるのは内部でも十分検討できるんじゃないかなあというふうに思いま

す。ただ、やっぱり大きな沢があるわけじゃないですから、絶対量が少ないんじゃな

いかなあというふうにも思います。そして、やはり最近は皆さん御承知のとおり、イ

ノシシであるとか猿であるとか、いろんな動物が山には以前よりも多くなってござい

ますので、やはり安全・安心という意味ではなかなか厳しいところがあるんじゃなか

ろうかなというふうに思います。私は、いろんなことを検討する中において、下のほ

うから水を運ぶというのが一番安いんじゃないかなと私は思います。先ほど、担当の

ほうが話しておりましたように、使用頻度が少ない場合は水道管内の対流水の滅菌効

果が薄れるという話もございました。そしてまた、絶対量が地表水は少ないんじゃな

いかという話もございました。そういったもろもろを考えますときに、やっぱり必要

量を下から運んでいいじゃないかと。災害時あたりも給水車で運びます。そういった

ものが一番手っ取り早く安価で、また過不足がないようなことで対応できるんじゃな

いかなあというふうに思います。そういったことで、コンサルさんにお願いしなくて

も、自分たちで検討はできると思いますけども、そういったいろんな中で、それじゃ

歌垣のロッジ、センターではどういったやつがよかろうかとかというのを最終的に判

断していかないかんかなあというふうに思います。 

 また、飲料水以外に先ほどお話がありましたように、防火とかなんとかというもの

については、きれいにする必要がございませんので、それについては地表水、どっか

少し貯水できるような施設をつくってあげれば、それで防火用水を確保することもで

きるんじゃないかなという気もいたします。そういったものを内部協議、コンサルさ

ん発注ということじゃなくても、水道課、産業課等々、庁内の担当職員の中で議論す

ることでも可能じゃないかなあというふうに思ってるところでございます。 

 以上です。 
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○内野さよ子議員 

 私も町長と同じで、下から水を運ぶのがいいと思って、今はペットボトルの時代な

ので、ペットボトルをといったら、それでは通りませんて言われました。運ぶのは、

もう水防設備がないと飲料水としても使えないというようなことで、一度聞いたこと

があります。それでは、通らなければということで、また今のようになりました。そ

の点について、何か６次産業専門監、消防が通らないわけでしょ。ペットボトルで飲

み水として持っていく場合、飲料水として。 

 

○田島健一町長 

 済みません。消防というか、飲料水については多分厚労省の水道法というのがござ

いまして、水道法の中でいろんな水質の問題等々があろうかと思います。私も、今検

討する中で、また法律的にクリアできたことで私ちょっと言っておりませんので、ち

ょっとそこんところは、水道法等いろんな法律と照らし合わせて最終的にはしなけれ

ばいけないかというふうに思います。 

 

○内野さよ子議員 

 保健所とのかかわりの法律とかいろいろあると思うので、ぜひ使えるようにしてほ

しいなと思います。というのは、実はおととし、赤とんぼ村というところに行って、

藤井さんという西山清則議員の友人になられる方で、白石町出身の方ですけれども、

その方が去年からもぜひ来たいということで、ことしも何回かシリーズで来たいとい

うお手紙を西山議員のほうにおととい届いている資料がありました。よし、ことしも

使えるように一緒に頑張ろうというようなことがここに書かれてあるのを見せてくだ

さいました。それくらい、きちっと整えば利用される方は多いんじゃないかなあとい

うふうに思いますし、おおどぼう大学でもよその町に行ったりすることも大事ですけ

れども、我が白石町の中でそういうのもすることも大事だと思います。先ほど、町長

がイノシシとかの問題と言われましたが、歌垣のこの間、今回道のことで私もちょう

ど半月ぐらい前に上ったとき、イノシシが前を横切りました。ああ、もうこれは危険

なんだなということも実感もしています。けれども、そういうなこともいろいろあり

ますけれども、自分の地域の中でできる施設があるのに使わない手はないんじゃない

かというふうに思いますので、その点についてもぜひ検討をしていただいて、使える

施設にしてほしいと思います。 

 この問題も、ちょっともうあれですけども、あと４点目に、歌垣公園、葬祭公園に

行くアクセスについて、これはもうちょうど十四、五年前ぐらいから歌垣のあの道に

ついては県道昇格して以来、ずうっと質問を何回も聞く、白石のときにもしていて、

今アクセスの道は大分よくなりました。ただ、まだ少し二、三カ所、危険だなあって

思うところ、離合ができないなあというところがあります。これも含めまして、建設

課長の答弁をお願いします。 

 

○荒木安雄建設課長 

 県道武雄白石線の御質問でございます。 
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 議員おっしゃいます県道武雄白石線は、今から15年ほど前、旧白石町の町道として

管理、整備がなされておりましたが、杵藤葬祭公園へのアクセス道路の整備に多大な

費用がかかっていたことから、県道昇格へなされました。この県道武雄白石について

は、平成10年に武雄市と白石町とで整備促進期成会が立ち上げられ、これまで離合所

の設置や一部拡幅、またガードレールの設置が行われてきました。しかしながら、当

期成会の所期の目的は達成されると考えられ、平成24年度をもって解散されており、

杵藤土木事務所へ確認いたしましたところ、現在整備の計画はないそうでございます。 

 しかしながら、今後歌垣公園の観光客が増加したり、葬祭公園への交通量が増大し、

地元からの要望があれば、町としても県へおつなぎをしていきたいと考えております。 

 また、歌垣公園への他のアクセス道路については、町道や林道などがございますけ

れども、今後交通量の動向を見ながら、道路整備をしていかなければならないと思っ

ております。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 ここは、もう本当随分車一台で離合するところもなくて、通りにくい場所でしたけ

れども、今は車が２台通れる、ほとんど通れるようになって、ちょっと不可能なとこ

ろが、ちょっととまらないといけないところが二、三カ所ありますが、随分よくなり

ました。私がこの質問をする背景には、実は歌垣祭りというのがありまして、歌垣祭

りのときに一方方向をということで、帰りの人が必ず山を通って犬山城を通って帰る

ようになっています。そうしますと、それがきれいに２車線通った道でありますと、

ぱあっとあそこの道を帰ることも可能でしょうけれども、実は迂回路を行くのには大

変暗くて、もう何か私もあれを２回ほど通って犬山城を回って下に一方通行になって

ますので通りますが、一人ではどうも帰りが、犬山城を見るためにはいいかもわかり

ませんが、そういうなことも含めて、離合がきちっと、もうぱあっと迂回路を一方通

行しないで通れるようなきちっとした道ができれば、あそこの道ももっと使えるんじ

ゃないかなあというふうなことを思ったことと、それから歌垣まつりの一方通行にな

っているあの帰りの道については、実は歌垣の前のところに林道があります。ちょう

ど貯水池の前に林道が通っていますが、あの道を帰るといいんじゃないかなとかって

いろいろ思ったり、ずっと思っていました。そういうなことで、民家の前を通るので

帰りにあの辺がうるさくなるので、多分されないのかなあと思いますが、一方通行に

ついてはもう少し検討していただいたらという声が、何か友人のほうからも、あそこ

一人で一方通行で帰るのはちょっとねえというのを聞いたりしています。自分もあそ

こを通るのはとてもこの道おうとうとやろかねというくらい帰りが、皆さん方はあの

道を通って帰られたことがないかもわかりませんが、そういうなことを常々感じてい

るから、この質問もしています。含めて、歌垣の一方通行の道のことについて、６次

専門監、いかがでしょう。 

 

○矢川又弘６次産業専門監 

 一方通行の件でお話いただきましたけども、やはり箇所箇所によりまして狭いとい
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うことで、交通事故等を勘案して一方通行にさせていただいております。ただ、お話

いただきましたとおり、犬山城を経由しますと、非常に遠回りになるということもわ

かっておりますので、先ほどお話をいただきました林道等、ちょっと済みません、私

のほうがそこの林道等につきましてはふなれでありまして、わかりませんものですか

ら、それを調査しまして、できるものか調査をしたいと思っております。 

 以上であります。 

 

○内野さよ子議員 

 ちょうど歌垣の園からすそに、これ林道へふっと入るところがあります。それを通

りますと、もう５分ぐらいでさあっと法蔵寺の町の中に出ます。だから、あの道を、

もしもあのあたりの住民の方がよかよということが出れば、歌垣の帰りの道はどんど

ん車が通るので、ひょっとしたらその辺があるからかなあと私は思っていましたが、

その辺がなければ、あの林道を通って迂回しないで帰れば、きのうもちょっと別の用

事で歌垣の園に行った帰りに、あっちの道を通ってきましたが、もうはるかに短くて、

はるかにもういいんじゃないかと私自身は思っているところです。その辺について、

また後ほどよろしくお願いをします。 

 ということで、いろんな観光振興をするためには、道の整備とか通りやすいとか、

いろんなこともあるかと思いますが、今後検討の課題がたくさんあるのかなと思いま

すので、それも含めてよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、質問２に移りますけれども、国民健康保険の運営の健全化についてとい

うことで質問をしています。 

 この件については、実は９月議会でも質問をしています。そのときには、我が町で

できる範囲のことをということで、住民課長のほうにも収納率の向上とか、そういう

なことをしたり、ジェネリックを使ったらどうなるのかとか、そのときに質問をした

り、それから一本化になっても、ぜひ今後も頑張ってほしいというようなことを重点

的に言いました。その後、文教厚生常任委員会の視察ということになりまして、もう

少しやり方次第では医療費の削減ができないだろうかということで、呉市がレセプト

のそういうなことでいち早くやっていらっしゃるということで、それからジェネリッ

ク医薬品、後発性医薬品ですが、その使用もかなり進んでいるということで行ってき

ました。そういうなことを思って質問をしましたが、３日の日の新聞でしたか、ジェ

ネリック医薬品の国のほうの方針で80％を目指すということで、これをやって新聞に

載りましたので、かなり進むのじゃないかなあということを認識したところでした。

そういうなことで、広島県の呉市というところで、24万人の人口で私たちの町とは

10倍の差がありますけれども、やっていることは一緒ということで、もう平成17年ご

ろ、私たちが合併の時期に早くもレセプトについての勉強会を始められていたという

ことで、効果を上げていらっしゃる視察を受けました。そういうなことで、今回、門

田専門監が一緒に勉強していただきましたので、その感想等も含めて、今後のことに

ついてお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

○門田和昭保険専門監 
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 広島県の呉市におきましては、平成20年度から独自のレセプトデータ化に取り組ま

れております。データ抽出等が行われ、糖尿病性腎症等の重症化予防、また医療機関

への重複、頻回受診者の保健指導、それから生活習慣病の２次、３次予防、それから

重複、禁忌、併用回避の指導といったことに活用されているところでございます。 

 一方、本町におきましては、国保中央会におきまして、システム開発がなされまし

た。それから、それが佐賀県の国保連合会で管理されております国保データベース、

ＫＤＢシステムといいますけども、これは住民の特定健診データやレセプトデータに

ついて、一定のデータ分析ができるシステムでございます。これが活用できるように

なっております。それに伴いまして、ただいま関係職員の研修会等も開催されている

ところでございます。 

 今後、このＫＤＢシステムを活用して、本町住民の皆様の健康状況の把握を行い、

それに有効な保健事業に取り組んでまいりたいと思っております。特に、生活習慣病

から発症します糖尿病、糖尿病から糖尿病性末梢神経障がい、それから糖尿病網膜症、

それから糖尿病性腎症と進むにつれて合併症が予測されるわけですけども、これにつ

きましても、重症化予防等を重点的に取り組むことによりまして、住民の皆様の健康

維持と医療費の適正化に活用できるのではないかと思っております。 

 そういうことで、ＫＤＢシステムでは呉市の独自に開発された健康管理増進システ

ムほどのデータ分析はできませんけども、とりあえずまずＫＤＢシステムを活用した

事業を展開してまいりたいと思っているところでございます。 

 

○内野さよ子議員 

 私は、質問の項目の中に本町でやっていらっしゃるレセプト点検については、どち

らかというと、支払いのための審査をやっていらっしゃることぐらいかなあというふ

うに思っていました。でも、前回のときにジェネリック医薬品のことの答弁で、差額

が100万円出たということをおっしゃったときに、少し何かレセプト点検の仕組みづ

くりが変わってきているのかなあということも認識したところでした。それで、今回

ＫＤＢシステムについて導入をされたことによって、重症化になる患者さんの分析と

かそういうふうなこともできるようになったということで、少なくとも呉市のように

はいかないかもわかりませんが、呉市に近づいた分析効果がこれから出てくるのかな

あというふうなことを期待しています。いかに、今国のほうでもジェネリック医薬品

を推進をきちっと新聞にも載せるような形になったという背景には、やっぱり医療費

の削減とかそういうなこと、それから医療のあり方の見直し方とか、そういうなこと

が背景にあるからだと思います。それからすると、随分ここ七、八年で変わってきて

いるのも現実だというふうに思います。 

 それから、２点目にジェネリック医薬品のことをお尋ねをして、前回普通の先発医

薬品と後発医薬品の差額が今現在100万円ほどあるという答弁をいただきましたけれ

ども、実際に今呉市では80％を超える、国が目指す80％を超えているという呉市がそ

ういうふうなことじゃなかったかと思います。しかも、普通の先発医薬品を使ってい

る人に対して、後発医薬品を使ったら、このくらいの差額が出ますよということで、

その表を見たときに患者の方が、じゃあ後発医薬品に変えようかなというふうなこと
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も70％ぐらいですか、そういうふうに通知を出した方の70％ぐらいもあるというふう

なことも呉市でお話がありましたので、今現在白石町ではどのくらいの後発医薬品の

率になっているのか、わかりましたら、今回調べていただけたんじゃないかと思いま

すが、ぜひお願いします。 

 

○渕上隆文住民課長 

 先ほど内野議員より、９月の定例議会におきまして、ジェネリックの医療促進とい

うことで差額通知のお話をしていただきました。今回、さらに積極的な推進の必要性

ということで御質問されておるのではなかろうかと思います。 

 本町におきましては、ジェネリック医薬品の数量割合につきまして、ことしの10月

時点での数値になりますが、65.3％の方がジェネリック医薬品のほうに切りかえをな

さっているところでございます。県全体で見ますと、60.3％でございますので、約

5.5％ほど白石町のほうが切りかえが多いということになります。 

 国においては、先ほど新聞報道について申されましたが、平成27年６月の閣議決定

におきまして、平成29年度までに70％以上、平成30年度から平成32年度の早い時期ま

でに、先ほど申されましたように、80％以上に引き上げるという目標を掲げまして、

医療財政の健全化のための施策というふうになっているところでございます。 

 したがいまして、このようなことから、先ほども申されてますように、今後ジェネ

リック医薬品の使用が加速するものと私どもも思っておる次第であります。議員御指

摘のとおり、今後医療費の適正化に向けましては、ジェネリック医薬品の普及のみに

かかわらず、重症予防等についても医師会等の関係団体等に常に情報交換及び連携を

さらに一層深めながら、これまで以上に関係を密にしていかなければならないという

認識を持っている次第でございます。 

 以上でございます。 

 

○内野さよ子議員 

 先ほど、これはデータベースとも関係があるかもわかりませんけれども、呉市にお

いては、例えば医師会とか、それから歯科医師会とか、それから薬剤師会、そういう

ふうな医療関係機関と一緒になって市がコーディネートをしながら、そういうことを

取り組んでいるというようなことが言われました。もう十分進んでいるなあというふ

うなこと、役場でも本町でもされている、ある程度はされているかもわかりませんが、

どんどんこういうなことが進むと、先ほど言われていた腎症性の糖尿病の網膜症、そ

れから腎症のそういう疾患のような方の把握が医師会との連携で医療費の削減になっ

たり、あるいは削減だけではなくて、医療の効果といいますか、そういうなことも充

実してくるんじゃないだろうかということを思ったところでした。そういうなことを

含めて、そこに質問のところに戦略的に今後はやっていく必要があるということを書

いていますけれども、そういうふうな方向で人口は減少してくる、これではなかなか

医療費の収入率も、収入率は呉市よりも１％ぐらいは高かったです、白石町がですね。

そこには、もう随分力を入れてありますので、今後はこういう方面にも力を入れてい

ただいて、データベースの見方、ＫＤＢシステムの活用をうまくできるようにしてい
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ただきたいというふうに思ったところでした。 

 そういうなことですけれども、私たち議員は先進地視察ということで、極端に今回

は呉市についても、岡山県の総社市についても人口規模が小さく、私たちは２万

4,000人で、相手様は大きいところではありましたけれども、いろんなところで先進

地ということで視察をさせていただいてます。今回、専門監に来ていただいたのは、

結果としてもこういうふうなことを白石町ではやっているという見方ができるので、

私たちが一方的に言うのではなくて、ここはやっているので、こういうふうに改善を

するというようなことの見方がもっとよりよくできるんじゃないかなと思いますので、

今後も一緒に勉強をしていくシステムづくりができれば、もっと早く加速化してくる

んじゃないかなというようなことを感想でした。町長、副町長、どちらかですけれど

も、そういうふうな職員の方の研修も含めて、どんどんしていただくように、一緒に

なってしていくことがいいことだと思います。その点について、いかがでしょう。 

 

○田島健一町長 

 今回、委員会の皆さんと同行させていただいて、勉強ができたかというふうに思い

ます。私も、県議会に同行して視察研修を一緒にした経験も持っておりますけども、

やはり一緒に行くことは有効だというふうに思っておりますので、今後機会があれば

御同行をさせていただきたいなあというふうに思います。 

 以上です。 

 

○内野さよ子議員 

 終わります。 

 

○白武 悟議長 

 これで内野さよ子議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

11時27分 休憩 

13時15分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。溝口誠議員。 

 

○溝口 誠議員 

 公明党の溝口誠でございます。通告に従い、一般質問をいたします。 

 まず初めに、六角川堤防決壊対策について伺います。 

 去る９月９日、関東・東北豪雨災害、３カ月前に起こりまして、茨城県常総市、鬼

怒川堤防が決壊をいたしまして、甚大な被害がございました。そのときの雨量であり

ますけれども、平年の２倍以上という何と24時間で日光市では551ミリというすさま

じい豪雨でありまして、その豪雨は線状降水帯という状況の中で起きたということで、

未曽有の災害が起こりました。そういうことで、この堤防の決壊という災害は、あの
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豪雨災害以来、全国どこの地で発生してもおかしくないという状況になっております。 

 当町では、塩田川、そして六角川を持っております。その中で、特に六角川におき

ましては、堤防の整備をされてかさ上げ等もされ、そして上のほうにはアスファルト

ができ、完璧にされておりますけれども、その対策がなされておりますけれども、一

つ危惧されるのは、ＪＲの六角川鉄橋の部分でございます。この部分のみが非常に堤

防が今低くなっております。私も現場を見に行きましたけれども、この鉄橋の横の堤

防の横に道路がございますけども、その鉄橋をくぐるときに高さ制限のアーチがござ

います。これが約2.1メーターですから、鉄橋までは約３メーターぐらいしかないと

いう高さでございます。その低い鉄橋の部分が何と鉄橋を挟んで60メーター、片方

30メーターずつですね。約60メーター堤防が低い状態になっております。その低い堤

防が、今の堤防から低くなってますけど、それから約1.5メーターぐらい低くなった

部分が60メーター近くございます。そういうことで、地元の方にお話を聞きましたけ

れども、今までそこを越したことはありますかということをお聞きしましたら、もう

ぎりぎりいっぱいだったということはありますということで、水が越した、決壊した

ということはありませんと。しかし、もうぎりぎりいっぱいということはありました

ということで、非常にいつあふれ出るという状況になってもおかしくないという状況

でございます。そういうことで、この六角川のＪＲの鉄橋について、どういうふうに

国、県に対して町として要望をされているのか、伺いたいと思います。 

 

○荒木安雄建設課長 

 六角川堤防についての御質問かと思います。 

 六角川鉄道橋付近の堤防につきましては、武雄河川事務所で右岸側、白石町側です

けれども、ここの築堤を平成19年度に着手され、平成21年３月に暫定の堤防が完成し

ております。また、左岸側では、ここは江北町側でございますけれども、この築堤に

つきましても、平成21年度に着手され、平成24年５月に暫定の堤防が完成しておりま

す。両岸とも完成の堤防高、ＴＰ5.5メートルでありますけれども、六角川鉄道橋の

両サイド30メートルの間は1.5メートルぐらい下がっておりまして、5.5メートルにす

るにはＪＲの橋のかけかえが必要であることから、莫大な予算と長期的な工期が必要

となり、暫定の堤防高となっているところでございます。 

 この暫定の堤防区間、両サイド30メートルですけれども、ここの区間には現在コン

クリートのブロックマットが敷き詰められております。しかしながら、万が一の備え

のために、両岸に大型土のうが備蓄されており、災害協力業者と協定を締結し、迅速

な対応がとれる体制づくりがなされているところでございます。 

 以上です。 

 

○溝口 誠議員 

 緊急時にそういう対応ができるように今してあるということでありますけども、そ

れは今までの水害の状況で準備をされていたと思いますけども、先ほど言いましたよ

うに、鬼怒川での決壊がございました。あのようなことを考えれば、それでは対応で

きないんではないかなと思います。そういうことで、できればこれは住ノ江橋がそう
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いう状況でございましたけれども、あそこは対策をしていただいて、もう橋の際まで

きちっと鉄板で水防対策ができて、もう橋の部分だけ残っております。そういう形で、

線路自体を上げるということは非常にお金もかかるし、時間もかかります。そういう

ことで、それはしていただかなければいけないと思いますけども、その前にできれば、

もう線路のとこまできちっと堤防のかさ上げを早急にしていかないと、先ほど言いま

した鬼怒川のような水害があったときに、もうどうしようもない、対応ができないよ

うな状況になってまいると思いますので、そこら辺早急に手当てをするよう国交省な

りお願いをできればと思いますけど、町長いかがでしょうか。 

 

○田島健一町長 

 この六角川の鉄橋部の堤防高の低いということについては、私も現地を見ておりま

すし、以前土木事務所にいた関係もありまして承知しているところでございます。 

 これまで、武雄河川事務所と協議する中においても、河川の断面を決定するに当た

っては確率であるとか、時間雨量が幾らであるとかいろんな計算をしていくわけでご

ざいますけども、今建設課長が申し上げましたように、今の堤防の高さ、陸橋部の堤

防の高さというのは30分の１の確率でもって雨が降ってもすれすれ、計画洪水と申し

まして、雨が降ってもここまでは来ますよというぎりぎりのところで今堤防高がなっ

てございます。その上下流のほうについては、それにプラス余裕高というのを乗せて

あるということでございまして、余裕がないというだけであって、これでこぼれてし

まうということにはなっておりませんという説明を受けております。そういうことで、

一応今のところは大丈夫ですという返答をいただいて、ただ万が一余裕の分というこ

とで、土のうを備蓄してるというような表現でございました。しかしながら、先ほど

議員おっしゃられたとおり、住ノ江橋、国道444の部分については、先ほど言われま

したように、橋梁部までそのごとっとするところまでは盛り土ができないということ

で、鋼製のパラペットをつくり、そして橋の下についてはゴム製マットで一応カバー

してるということで、一応表面的には前後と遜色ないような対応をしていただいてる

というところもございますので、この六角川鉄橋部につきましても、そういう対策を

講じていただけるように、これからも要請をしてまいりたいというふうに思います。 

 

○溝口 誠議員 

 この鬼怒川のような水害になると、非常に白石町においてはダメージが大きいと思

います。特に、低湿地地帯でございますので、被害が相当及ぶんではないかと思いま

す。そういうことで、本当にそうならないように早目に手当てをしていただきたいと

思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 そしてまた同じく、堤防決壊時、防災情報や避難指示が地域ごと、集落ごとに的確

に伝わる仕組みづくりができているかどうか、伺いたいと思います。そういうことで、

実は水防法の一部が改正されました、法律が。これが平成27年５月でございます。こ

の中にあるのは、命を守るということで、行動指南型の避難勧告に加えて、今までは

行動指南型の勧告でございましたけども、それに加えて状況情報の提供による主体避

難の促進、それからまた広域避難体制の整備等をしていきなさいということで改正に
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なりました。その中で、特に防災情報の時系列での提供をし、情報提供する区域の細

分化による状況情報の提供をしなさいと。この区域の細分化をしていきなさいという

ことが水防法の改正にあります。今までは、洪水になったときに浸水想定区域という

のが河川の整備において基本となる降雨を前提とした、今までは河川を整備して、そ

の整備した能力によって雨の量を前提として、これで大丈夫だというのが今まででご

ざいました。そうじゃなくて、今からは想定をし得る最大規模の降雨を前提とした区

域に拡充をしていきなさいと、拡充していきなさい、最大の雨があって、それを区域

を拡大をしていきなさい、そして細分化していきなさいというのが水防法の一部改正

でございます。そういうことで、先ほど言いました堤防が決壊したときに、我が地域、

この白石町の中の堤防に隣接してる地域に的確に情報が行くのかどうか。特に、そう

いうことでは当町で集落ごと、塩田川はそんなに民家がございません。百貫橋から下

はですね。特に多いのは、六角川沿いに民家がかなりあります。そういうことで、こ

の集落ごとというのは何カ所あるのか、伺いたいと思います。 

 

○本山隆也総務課長 

 議員御質問の決壊時の避難指示、避難勧告等に関することでございます。 

 現在、白石町では避難勧告判断伝達マニュアルというものを設けております。その

避難対象区域として、推定浸水ごとに分けておるところでございます。最大時推定浸

水時で、白石地域では東深通、深通、秀新村、福田北、廿治、中廿治、西郷、今泉、

伊ケ代、江越、馬田、以下白石地域20地域を想定し、浸水対象区域とマニュアルの中

で規定しているところであります。 

 

○溝口 誠議員 

 この避難指示とか勧告等は、行政のほうから、特に地域においては駐在員さんを通

じて、それからまた消防団を通じて指示を出すということで、防災計画には載せてあ

ります。先ほど言いました水防法の一部を改正するということでありまして、今特に

六角川においては20地域あるということで伺いました。大字でいけば、馬洗ですね。

それから、大渡ですかね。それから、今泉、東郷、深通、大体この５つの地域が非常

に民家が堤防に密集した地域がございます。特に、私がなぜこのような話をするかと

いえば、常総市では市が地域に対して避難勧告を間違って出してしまった、それによ

って非常に被害が拡大したというのがございました。そういうことで、もう指示を出

したときには堤防が決壊してたという状況もございまして、また指示を出す場所も間

違っていたと。出さなきゃいけないところに出さなくて、出さんでいいところに出し

てしまったとありまして、そういうことで先ほど言いました水防法の一部改正があり

まして、細分化に当たって、そういう危険なところに関しては明確な伝達をしていく

というのが今回求められております。そういうことで、町としても的確な地域に対し

て情報が出せるような体制をぜひ組んでいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

○本山隆也総務課長 

 ちょっと重複になりますけれども、災害から町民の生命、身体を守り、災害の拡大
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を防止するための避難の勧告、避難指示は事前に策定いたしました判断基準を定めた

先ほどのマニュアルに基づき、危険の切迫する前に十分な余裕を持って迅速かつ的確

に発令、伝達することとなっているところでございます。また、避難勧告など避難情

報の伝達は、共通の情報をさまざまな伝達手段を組み合わせることで広く確実に伝え

ることが基本となっております。このことから、本町の防災情報の伝達方法につきま

しては、情報の受け手側の能動的な操作を伴わず、必要な情報が自動的に配信される

タイプの伝達手段でありますプッシュ型の防災行政無線による放送を中心に、ケーブ

ルテレビ、ホームページ、携帯電話などによる緊急速報メール、広報車による広報活

動、各地区の駐在員様への電話連絡などのさまざまな手段を組み合わせて行っている

ところでございます。 

 その中で、防災行政無線の屋外拡張器を用いた伝達については、やはりさまざまな

気象条件によりまして聞こえない、聞こえにくいといった音声による伝達が難しいと

いつた課題がございます。この課題を解決し、防災情報などを確実に伝達する手段と

いたしまして、今後屋内でも防災行政無線の放送を聞く個別型の仕組み、個別伝達の

仕組み、２つ目としまして、登録型のメールを利用し、直接個人に伝える仕組み、ま

た音声応答装置と申しまして、ちょっと聞きにくいなあと思った場合は個人から本部

に、白石町のほうに聞き直す仕組みなどの整備を考えるところでございます。これに

つきましては、防災システムの検討委員会、ここに川﨑議員もいらっしゃいますけれ

ども、駐在員の代表、それから民生委員、婦人連絡協議会等の11名の検討委員会を今

年度数回持ちまして、ある程度の方向性を出していただきましたので、それに基づき、

新年度への要望、整備というふうな考えでございます。 

 一方、災害発生時はテレビ、ラジオなどの情報から自主的に避難をされて方が多数

おられます。万が一に備え、住民の方がこういったテレビ、ラジオなどの情報から自

主的な避難を判断できるような情報提供を啓発、こういった取り組みも大切であると

考え、取り組んでまいりたいと思っているところでございます。 

 以上であります。 

 

○溝口 誠議員 

 防災情報システムが本当に整備をされております。これを最大限に活用をしていた

だいて、防災に役立てていただきたいと思います。先ほど言いましたように、堤防が

決壊しまして、鬼怒川の決壊のときには堤防側も非常に被害がございましたけれども、

水が実は多くの方々のところまで行ってしまって、早く指示が出ていれば早く避難が

できたけれども、もう水が来るのが早くて、そしてもう逃げれなかったと。水位は低

かったんですけど、それでも逃げれなかった人がたくさんいらっしゃった。避難所に

行けなかったという、もう水が来て、そういう方がたくさんいらっしゃって大変な状

況になりました。そういうことで、まず堤防側の方々に対しての指示を的確に出すと

いうこと、それからまた町民の皆さんに先ほどのシステムを活用して、早目に出すと

いうことがやっぱり一番被害を広げない、私は早道だと思いますので、この点は茨城

県の常総市のことを教訓にして、我が町でも生かしていただきたいと思います。 

 次に、２点目でございますけども、放課後児童クラブの充実について伺います。 
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 この放課後児童クラブ、学童保育と言っておりますけれども、町長が町長になられ

るときの公約として、一つに放課後児童クラブの充実をするということが一つの大き

な公約でございました。そして、町長になられて、私もこの育成、環境の整備につい

て改善を要望いたしましたところ、26年６月に質問いたしました。このとき、即座に

町長は８カ所のクラブの状況を見ていただきまして、27年９月、有明西、須古小学校

のクラブの改修、またその他の学校教室の利用をするとか、面積の拡大をしていただ

くとか、クーラー等の整備、設置をしていただいて、本当に環境改善はしていただき

ました。その中で、特に高学年の児童の利用状況と対応について、伺いたいと思いま

す。 

 

○井﨑直樹保健福祉課長 

 高学年の児童の利用状況についてお答えいたします。12月１日現在の学童保育の状

況について御報告いたします。 

 ８カ所の学童保育全体で、238名が参加申し込みをされております。このうち、１

年から３年までは218名です。４年、５年生が20名です。現在、６年生の利用はあっ

ておりません。高学年20名のうち、兄弟での利用が14名いらっしゃいます。 

 あと、学童保育における支援員ですけども、これは１年から今利用されてる５年ま

での全体数により支援員を配置しております。４月１日現在における支援員は、平成

26年度は44名、平成27年度は52名、８名の増となっております。 

 以上です。 

 

○溝口 誠議員 

 放課後児童クラブ運営指針というものが厚生労働省より、このように発表なされま

した。平成27年４月１日でございます。この中で、特に高学年においては一つ児童の

中でも低学年、それから中、高と分けて、特に今から高学年の受け入れをしていくと、

６年生もなりましたけれども、おおむね11歳から12歳、この子供たちに対しては学校

内外の生活を通じて、さまざまな知識が広がっていく、またみずからの得意、不得意

を知るようになると。また、日常生活に必要なさまざまな概念を理解し、ある程度計

画性のある生活を営めるようになると。大人から一層自立的になり、少人数の仲間で

秘密の世界を供用する友情が芽生え、個人的な関係を大切にするようになると。身体

面において、第２次整備が見られ、思春期、青年期の発達的特徴が芽生える。しかし、

性的発達には個人差が大きく、身体発育に心理的発達が伴わない場合もあるというこ

とで、特に高学年になってくると、低学年と違ってさまざまな面で対応が違ってくる

ということでございます。そういうことで、高学年を受け入れるということで、支援

員の対応が今までとまた違った対応を迫られているんではないかなあと、そう思いま

す。現場としては、大変な状況ではないかなと思います。そういうことで、４年生か

ら５年生が今20名いらっしゃる。これがまだ今からも、ふえていくことはあっても減

ることはないと思います。そういうことで、今までと違った支援員さんの対応もしな

ければいけないと思います。 

 それから、２点目ですけども、障がいのある、また配慮を必要とする児童への対応
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でございます。そういうことで、どのような対応をされていますでしょうか。 

 

○井﨑直樹保健福祉課長 

 お子様の学童保育に入られる場合、新１年生につきましては、保護者から自分の子

供の生活状態とか、保育園に行かれてるお子さんについては、保育園側からの情報交

換等をしております。 

 その中で、手帳をお持ちの場合につきましては、支援員の加算配置というのを行っ

ております。また、児童の様子を見て、加算配置が必要であると判断した場合も増員

をしております。 

 26年度は、嬉野特別支援学校の先生を呼びまして、気になる児童の対応についてと

いう研修会を設けておりまして、支援員の資質向上に努めております。 

 今年度もいろんな児童がいらっしゃいますので、そういった方々に接するための研

修、支援員のスキルアップにつながる研修を組み入れていきたいと考えております。 

 以上です。 

 

○溝口 誠議員 

 特に、障がいのある子供の育成支援が適切に図られるようにということで、この指

針にもあります。個々の子供の状況に応じて環境に配慮するとともに、職員配置、施

設や設備の改善等についても工夫する必要があると、これが障がい児、それからまた

配慮を必要とする子供さんに対しては、放課後児童クラブでの生活に特に配慮を必要

とする子供の支援に当たっては、保護者、市町村関係機関との情報交換を行い、連携

して適切な育成、支援に努めるということでございます。そういうことで、一つ子供

に対して今加配という対策が国のほうで制度がございますけども、その加配がなされ

ておりますけれども、実際この加配が適材適所といいますか、障がいのある子、また

配慮の必要な子供たちにきちっと合った加配ができているのか、ただ加配が国のほう

から制度があるので、そこにただつけるというんじゃなくて、適材適所ということを

きちっと吟味しながらされているのか、伺いたいと思います。 

 

○井﨑直樹保健福祉課長 

 手帳をお持ちのお子様というのは、９月でも申し上げましたが、お一人です。国が

言う加配の分、補助対象というのは、そういう手帳をお持ちの方には補助で加配がで

きますが、本町としましては、支援員あるいは保育園からのお話、あるいは保護者の

方のお話に基づいて、町単独で加配という措置、支援員の増員という措置をとらせて

いただいております。 

 以上です。 

 

○溝口 誠議員 

 わかりました。 

 次ですけども、学童保育と今まで私たちは申しておりました。これは、通称の呼び

名というんですか、正式には放課後児童クラブというのが正式な名称でございます。
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略称で私たちは言っておりましたけども、学童保育という言葉自体が子供さん、児童

の保育という、保育といえば保育園の延長ですね。簡単に考えれば、保育園の延長、

だからおやつを食べさせて、そして遊ばせるという保育の延長というのが学童保育と

いう、私たちはそういう捉え方でおりましたけども、この指針が今まで国のほうも放

課後児童クラブの運営に対して指針というのは、どっちかと言えば明確になってなか

ったと言えばうそでありますけども、きちっとしたものがないような形で今まで来ま

したけども、先ほど言いましたように、ことしの４月１日からきちっと指針ができま

した。そういうことで、学童保育というんじゃなくて、育成ということになりました、

育成。教育の育、それから成る、育成ということになりました。だから、面倒を見る

方も育成支援員ということになりました。学童保育支援員じゃありません。育成支援

員ということで、ですからここはもう保育という、そういう捉え方じゃなくて、育成

をしていくという、要するに保育ではなくてもう教育という一つの捉え方をしていか

なければいけないような状況になってるんではないかなと。特に、児童クラブは３時

ぐらいから、今度は延長ということもあります。今度、議会でも延長のことで料金改

定がございますけども、長い子は約４時間、このクラブにおります。学校生活の中の

もう半分、多い子は半分近くこのクラブの中で生活をすると。ですから、もう保育、

遊ばせる、おやつを上げるだけじゃなくて、そこでやっぱり教育をしていくという視

点に立たないといけないと。今までの延長で保育をすればいいんだという捉え方じゃ

なくて、やっぱり教育をしていくという視点になってくるんではないかなあと、そう

思います。そこら辺のことを伺いたいと思います。 

 

○井﨑直樹保健福祉課長 

 議員おっしゃるとおり、学童保育のほうは支援員という言い方に変わっております。

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準という法律がございます。この

中で、議員おっしゃるような発達段階に応じた主体的な遊びや生活、自主性、社会性、

創造性の向上、生活習慣の確立を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目

的として行わなければならないというふうに定められております。 

 また、学童保育の職員につきましても、その10条におきまして、放課後児童支援員

を置かなければならないとなっております。これには、資格を有するということで定

められております。まず、保育士、社会福祉士の資格を有する者、それから学校教育

法もしくは中等学校を卒業した者の修了課程を満たす者で２年以上児童福祉事業に従

事した者、あるいは学校法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校または

中等教育学校の教諭となる資格を有する者など、第10条のほうに９項目において、そ

の資格が定められております。今現在としましては、この10条の適用については、

32年３月31日までにつきましては、猶予期間といいますか、設けられております。資

格者が都道府県知事が行う研修の修了した者でなければならないという定めに変わっ

ております。それによりまして、本町におきましても、学童支援員さんに当たられる

方、今は補助員あるいは元保育園とか免許をお持ちの方もいらっしゃいます。先生と

かですね。こういう法にのっとって、支援員の研修あるいは受けていただくようなこ

とに努めていきたいと思っております。 
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 以上です。 

 

○溝口 誠議員 

 この児童クラブ、自主性、社会性、創造性、そして基本的な生活習慣の確立、まさ

しくもこれは教育になってまいります。そういうことで、そうなってきますと、支援

員の役割というのが非常に大事になってまいります。先ほど言いました放課後児童支

援員は、豊かな人間性と倫理観を備え、常に自己研さんに励みながら、必要な知識及

び技能を持って育成支援に当たる役割を担うとともに、関係機関と連携して子供にと

って適切な養育環境が得られるよう支援する役割を担う必要があります。また、放課

後児童支援員が行う育成支援について、補助する補助員も放課後児童支援とともに動

揺の役割を担うよう努めることが求められています。それからまた、放課後児童支援

員は子供の発達の特徴や発達過程を理解し、発達の個人差を踏まえて、一人一人の心

身の状況を掌握しながら、育成支援を行うことが必要であるということで、支援員さ

んに対しては今までとはまた違った倫理観も問われるし、人間性も問われるし、自己

研さんもしていただかなければいけないということでございます。先ほど、研修制度

で認定制度ということで、５年間猶予がありまして、講習を受けられています。１施

設の１人、講習を受けられた方がいらしておれば今の時点ではいいということでござ

います。将来的には、全員が講習を受けて認定をしていただくことになりますけども、

そういうことで、まず今特に支援員さんを人選をする、採用をするときに一つ問題が

募集をしたけれどもなかったので、ハローワークから紹介で募集をしたとかそういう

お話を聞きました。そういう言いました支援員の役割、素質というか要員というのが

条件がありまして、それを満たすために実はハローワークで募集していいのかと、そ

こら辺も非常に今から問題等もございます。 

 それからまた、今時給制でございます。時給1,000円と聞いております。ここら辺

の時給制で本当にいいのかなと。月給制というか、そういうことも考えなければいけ

ないんじゃないか、待遇が変わってくれば。 

 また、白石町ではもう15時を基調に、子供たちが来るから15時に仕事につくという、

ほかの市町ではもう１時からついてあって準備等をするということで、もう勤務時間

が午後１時からとなっているとこもあります。白石町の場合は、もう３時からという

ことでなってます。１時からするとこは時給が850円とか、料金的にはちょっと時給

が違いますけれども、そういう体制もできているということで、白石町の場合は準備

する時間もないとか、それからまた経歴の差、もう何十年クラブの支援員をしてある

方もいらっしゃるし、４月から全然経験のない人も同じような賃金で仕事は違うと。

実際、何十年と経験した人がもう仕事量は何倍もしなければいけない。いろんな段取

りとか、そこら辺も違う、職種もない、そこら辺。それからまた、年次休暇がとれる

ようになりましたと。これも、確かにいいことではありますけれども、これも何十年

勤めた人と入った人も同じような年次休暇であるという、非常に支援員に対する要求

はあるけれども、待遇面においてさまざまな面でちょっとどうかなという状況もござ

います。そういうことで、そういう意味では支援員さんの待遇、それから労働環境状

況、そこら辺をしっかりしていかないと、今までのやり方では厳しいんではないかと
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思いますけど、いかがでしょうか。 

 

○井﨑直樹保健福祉課長 

 議員おっしゃるとおり、確かに短期間の時間パートという面はございます。募集に

当たっては、ハローワークを使ってる部分もございます。なかなか、ここに従事して

いただく方も家庭をお持ちで時間的な制約、ですから１時間延長と申しましても、や

はり１時間延ばすと家のことに支障があるよとおっしゃる場合もありますので、事前

に今回議案をお願いしておりますが、内部的に話をさせていただきまして、大丈夫で

はなかろうかというめどがつきましたので、今回７時まで延ばしたということになり

ます。 

 なお、ほかの市町村で給料をもらってるところもあるのは知っておりますが、全て

の事務を支援員さんにさせていらっしゃる。うちの場合は、賃金計算とか臨時さんの

管理とか、あるいは準備すべきものとか買い出しとかは町の職員が行っております。

その辺が役割分担の中で違っているのかなという認識を持っております。ただ、議員

おっしゃるとおり、資格をお持ちでなければなかなか勤めれないということであれば、

今後処遇改善といいますか、その辺についても見直していく必要はあるかと考えます

が、検討させていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○溝口 誠議員 

 ずっと小さいことはちょっと聞きませんけれども、こういう国の法で言いましたよ

うに、今までの学童保育から放課後児童クラブ運営指針が明確になったと。そして、

保育から育成という教育という視点に大きく変わりつつございます。そこら辺の今か

らの運営、町としてのかかわり方を明確にやっぱりしていただきたいと思いますし、

そういう意味では健康福祉課が放課後児童クラブを課として担当していただいており

ます。こども未来係、本当に少人数で対応をしていただいています。先ほど言いまし

たように、このような放課後児童クラブの充実、それからまた意義づけと大事になっ

てきますので、行政機関としてこのままの体制でいいのか、やっぱしもっと充実して

いくためには行政の機構改革をして、もっと充実をさせていくべきではないかなと。

特に、学校教育課、そして生涯学習課、そこら辺とも連携して、もう一歩踏み込んだ

形での行政改革をしなければ十分な対応ができないんではないかなと、今までの機構

ではですね。私はそう思いますけども、町長いかがでしょうか。 

 

○田島健一町長 

 私も町長になってから、この子育てというところについては重きを置いて対応して

るところでございまして、社会の流れの中においても少子化ということで、いろいろ

と対策を講じられてるところでございます。白石町の予算につきましても、平成27年

度につきましては、子育て支援というところに重きを置いてやってきたところでござ

います。 

 今、学童保育につきましても、所管がどうかという議論でございますけれども、こ
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れにつきましても、今内部のほうで来年度に向けて組織改正等々の議論もしてるとこ

ろでございますので、その中で検討はしていきたいというふうに思っておるとこでご

ざいます。 

 以上です。 

 

○溝口 誠議員 

 白石町の将来を考えるときに、やっぱし子育てをしっかりするということが町の未

来に私はつながってまいると思います。そういう意味では、大きな一つの国としても、

子育て支援を重点的に取り組むという施策が今打ち出されようとしております。そう

いう時期でもございますし、一つの大きな転換期でございますので、しっかり御検討

していただいて、本当に子供たちが健やかに育っていくようなまちづくりをお願いし、

私の質問とさせていただきます。 

 

○白武 悟議長 

 これで溝口誠議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

14時02分 休憩 

14時15分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。井﨑好信議員。 

 

○井﨑好信議員 

 今議会というよりも、ことし最後の一般質問ラストバッターでございます。よろし

くお願いをいたします。 

 きのうまで天気よかったわけですけれども、きょうからまた雨というふうなことで、

本町の農業なり、あるいは水産業に非常に影響が出ているかというふうに思います。

農業におきましては、裏作でございます麦の播種なり、あるいはタマネギの植えつけ、

そしてまた大豆の刈り取りが大幅におくれとるというふうなことで、大変農家の皆さ

ん御苦労をなさっているかというふうに思います。 

 一方、水産業におきましては、種つけ、当初から気温が高かったというふうなこと、

そしてまたそれに伴って水温が高いというふうなことから、赤腐れが発生をいたしま

して、天候も雨というふうなことで非常に病害対策ができずに終業を迎えているよう

な状況であるかと思います。収量にいたしましても、新聞にも掲載をしてありました

けれども、昨年の４割弱は減収だろうというようなことでございます。今月の15日に

撤去をいたしまして、20日から冷凍の張り込みというようなことで、冷凍ノリで挽回

をしていただきたいというふうに思っております。 

 議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして一般質問をさせていただきま

す。 

 今回、初めに白石町の行財政改革についてでございます。 
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 第２次の白石町の総合計画が昨年の26年５月から、約１年をかけて審議をされまし

て、今年３月に策定をされたところだというふうに思います。そしてまた、白石町の

人口ビジョンなり、あるいはまち・ひと・しごと創生総合戦略が先月11月でしたか、

策定されたことだろうというふうに思います。この２つに携わってこられました関係

者の皆様方、本当に御苦労であったというふうに思います。今後５年間、これをもと

に白石町の行政運営がなされていくものだというふうに思います。 

 御承知のように、行財政改革大綱というものが平成23年に作成をされまして、目標

５年間というようなことで、ことし平成27年度が最終年度だというふうなことになっ

とるかというふうに思います。 

 この行財政改革プランをもとに改革実行がなされてきたかというふうに思いますが、

プランの中で第１、第２総合計画の中にも盛り込んでありますけれども、現在の定員

282名が目標５年として255人に削減をしていくというふうなことを明記をされてるか

というふうに思います。 

 そこで１点目に、この定員適正化計画で職員数が削減をされていく中で、どういっ

たことを考えて対応されていくのか、その辺をお尋ねをいたします。資料請求をして

おりましたので、その説明とあわせてお願いしたいというふうに思います。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 まず、資料の御説明をさせていただきたいと思います。 

 ここに資料に掲げておりますのは、県内で合併をいたしまして、その後も町として

続いているところ、白石町、みやき町、有田町の３町を一応比較対象として上げてお

ります。人口がこれに掲げておるとおりでございます。26年１月１日現在の人口で申

しますと、ほぼみやき町と同じような状況だということでございます。25年度の歳出

の決算規模においても、ほぼ３億円程度の差しかない、120億円程度決算規模である

というようなことでございます。 

 一方、その３段目に上げておりますが、標準財政規模でいきますと、白石町のほう

が多うございます。11億5,000万円程度ですか、多うございます。これはどういった

ことかと申しますと、いわゆる標準財政規模といいますのは、財政需要という要素が

入っております。地方交付税の金額もここに算入しますので、財政需要が多いところ

は多くなるというふうな意味合いでお考えいただいて結構だと思います。 

 職員数につきましては、ここに掲げておるとおりでございまして、一般会計で支弁

している職員数が白石町が262、みやき町は196、有田町が168というふうな数字にな

っております。職員給与につきましては、上の数字に見合いまして、白石町が14億

9,000万円程度、みやき町が10億5,000万円程度、有田町が10億3,000万円程度という

ふうな数字になってございます。職員給与の割合は、給料を歳出決算額で割った比率

で申しますと、ここに掲げているとおりでございます。 

 なお、人口1,000人当たりの一般会計支弁職員数を計算してみますと、白石町が

10.42人、住民1,000人当たりに10.42人、みやき町が7.6人、有田町が7.97人というふ

うに白石町が若干多うございます。このような状況をちょっと分析してみますと、ま

ずこの当時の町立の保育園あるいは公設民営の保育園、そういった施設関係の職員が
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白石町は抱えております。白石町が７園ございまして、その分の職員を抱えていると

いう状況でございます。みやき町は町立の保育所、保育園は１園でございます。有田

町は３園ございます。このような関係で、職員数としては多くなっているのかなとい

うふうに考えております。また、財政的な需要、こういった面でも産業構造的に農業

が主体というようなことで、そういった面でも職員数が多くなっているのかなという

ようなことでございます。 

 それから、定員管理計画の中で、目標を32年に255というふうなことで今やってい

るわけでございますけれども、現在のところ、この目標値については今後も継続して

いきたい、またいかねば財政的に非常に厳しいことになっていくだろうというふうな

ことで考えております。ただ、行政サービス、職員もいろいろ努力はしておりますけ

れども、おのずと職員数が減っていくということになれば、住民サービスの面でも従

来やってきたようなことは非常に難しくなりはせんかなと、今後の課題としては出て

くるのかと思います。合併してから当初、例えば役場の業務の中におきましても、基

本的には非常勤といいますか、臨時職員は採用しない、10年間この方針でやってきて

おりました。職員が多いのだから、もうなるべく職員でやろうと、臨時職員さんにお

願いをするというのはやめて、極力職員でやりましょうという基本的なそういう方針

で10年間はやってきておりました。ただ、現在のところは非常に行政に対する要望と

いいますか、国からの施策あたりもどんどん来ておりまして、なかなかそういった思

いどおりにいかないところもございまして、本年度から若干の臨時もいたし方ないと

いうふうなところで運営しております。 

 職員の定数についての状況は、今申し上げたとおりでございます。 

 

○本山隆也総務課長 

 職員を預かります総務課として、適正な人員はどうなのかというところで御答弁さ

せていただきたいと思います。 

 現在、地方分権や地方創生、今議員おっしゃられたさまざまな国から、また地域と

すべき業務が入っているところであります。そして、その地域の特性を生かした個性

あるまちづくりということで、どんどん自治体もその手腕が問われているところでご

ざいます。 

 今、企画財政課長も申しました厳しい状況を見据えた中で、効率的な行政運営を図

るため、組織のスリム化、当然職員数の削減というのは行っていくところでございま

す。これまで以上に、少数精鋭職員による行政運営が求められていることから、業務

改善、みずからの資質の向上、能力を高める、そういったとこに強い意欲を持ち、そ

の能力を最大限に発揮して仕事に取り組んでいく職員の育成ということが組織全体レ

ベルアップということにつながっていくものと考えておるところでございます。職員

育成の基本は、自己啓発はもちろんでございます。その自己啓発の契機となり、実際

の学習の機会となる各種研修の充実、職員の能力と働く意欲を引き出す人事管理制度

の展開、また職員が生き生きと働くことのできる職場環境の形成が重要であり、これ

らが相互に機能し合ってこその本格的な地方分権、地方創生の時代に対応できる人材

育成につながってくるものと考えております。 
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 また、職員が持てる能力を十分に発揮し、意欲を持って仕事を行っていくためには、

職員自身が心身ともに健康であることが重要であると考えておりますので、人材育成

とあわせまして、職員の健康の保持、増進が図れるよう、健康管理対策の推進にもな

お一層努めていきたいと考えているところでございます。 

 以上であります。 

 

○井﨑好信議員 

 財政課長からは資料の説明をいただきました。 

 白石町も３町で合併をいたしました。みやき町も同じく17年１月に中原町、三根町、

北茂安町が３町合併をしております。有田町は有田町、西有田町と２町の合併という

ようなことかというふうに思います。そういった中で、決算額がほぼ同額のみやき町

におきましては、職員数でマイナス73人というふうなことで、208名というふうなこ

とになっております。課長の説明では、財政需用費が多いというふうなこと、そして

また保育園関係で白石町内が７園あるというようなこと、みやき町は１園であるとい

うふうなことから、こういった少ない職員数ではないかというふうなことでございま

す。 

 1,000人当たりの人口による職員数にしましても、若干の差があるわけでございま

す。ちなみに、私市町村ハンドブック、平成27年度から引用しまして、掲載されてお

りましたので、ちょっと発表してみたいと思いますけれども、鹿島市が人口は３万

1,000人、ほぼ1,000人ですね。職員数が242、人口当たりが1,000人当たりが7.7人と

いうところでございます。お隣の嬉野市が人口が２万8,000人、そして職員数は199人

と、ここはもう大幅に少ないわけでございます。人口1,000人当たりが7.10人という

ふうなこと、参考に申し添えたいというふうに思います。それぞれ白石町と、本町と

比べますと、ちょっと幅があり過ぎるかなあと。もちろん私も職員というのは町の財

産だと思います。減らせばいいものじゃないということで質問はしております。先ほ

ど課長も言いますように、いろんな多ければ多いなりにそういった施策なり業務なり、

そういったことができるわけでございます。そしてまた、住民のサービスが充実した

ものになるかというふうに思いますけれども、そういった差があるというふうなこと

はあるかと思います。この255人という数字が、これはもう10年前ぐらいから、合併

したすぐぐらいからこういった数字が出てきておるわけでございますが、単純にとい

いますか、漠然とこういった数字を出されたことじゃないと思います。その根拠と、

先ほど1,000人当たりの職員数をいろいろとよその市町まで比べて申し上げましたけ

れども、この255人というのは果たして白石町で適正な数字か、今後人口も減少をし

ていく中での数字かと思いますけれども、人口ビジョンの中でも減少していくわけで

ございます。そういった中で、本当に255人というのが適正な人数なのか、その辺を

お尋ねをいたします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 合併前の３町の協議会の中で、定数の管理について協議をしてきたわけでございま

す。そのときに基本となりますのは、標準団体、いわゆる同じような規模の町を比較
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して標準団体、全国の平均といいますか、そういったところで出した数字が255だっ

たかなと思います。 

 そして、その目標について、最初の定員管理計画といいますか、合併前の定員管理

計画の中で、じゃあどうしようかというようなことで、全く職員をその間、目標にな

るまでとらない、あるいはとってどのようにして調整していく、あるいは自然退職が

何人ずつ出てくる、これはもう計算できますので、自然退職が何人ずつ出ていくが、

どうするかとか、いろんなところで検討をして、今の255が可能であるというふうな

ところで、実はもっと早くその数に達成せんといかんのじゃないかというふうな議論

もありましたけれども、ここまでなさないと、財政的にはかなり苦しくなりますよと

いう、そういったシミュレーションをした上で255という数字が定まって、それを基

礎に新町で定員管理計画を立てられたのかなと、いきさつはそういういきさつだとい

うふうに思います。 

 一応、またこの目標達成年度で、平成32年度になれば、果たしてこの目標でよかっ

たのかというのもどうせ検証をして、まだせんばらんということになれば、もう一度

新たな計画を立て直すということも必要ではないかというふうに思います。ただ、先

ほど申しましたとおり、かなり合併当時の行政に対するニーズと昨今非常に違ってき

ておりますので、その辺も考慮に入れる必要があるのかなあというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 全国的な標準団体のほうから持ってきたと。そしてまた、財政的なシミュレーショ

ンをした中での255人だったというふうなことで、今後あと５年先にはどうなるか、

この財政状況あるいは人口の減少を踏まえて見直し、ローリングもかけていくという

ふうなことだったかというふうに思います。 

 先ほど、総務課長も答弁をいただきました。いろいろと職員に対しての考え方とい

いますか、対応の仕方を御答弁をいただきました。本当に、そういった形でしていた

だきたいと思うわけでございますけれども、255人となりますと、30名の定数の削減

となるわけで、16課ございますかね。議会事務局は入れなくて15課ですか。７ですか。

17ですと、１課から３名弱ですね。2.5人ぐらいが削減になるというふうなことだろ

うと思いますけれども、その辺をやはり削減をした中で、全体でやっぱりカバーをし

ていかなならん。そしてまた、私言いますように、そういった中でやる気も出して、

そして職員が意識も変えていかなならんというふうに思うわけでございます。そして

また、課の忙しいところ、課の中でも忙しい部署もあろうし、全体的、平均してじゃ

ないと思うんです、課によっては。そこの職員のフォロー体制もしていかなならんだ

ろうし、そういったことになると、課長さんたち、管理職というのが一番その辺の指

導をうまくやっていかないと、効率的にいかんじゃろうと思うわけですけども、その

辺のお考えを教えていただきたいと思います。 

 

○本山隆也総務課長 
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 現在、ただいまの企画財政課長の後段にもございましたけれども、財政的なことも

ございまして、25年度と26年度におきまして、25年度の実退職者が退職勧奨というこ

とで、総務課としてもどうでしょうかということを含めて希望退職者は８名のところ

14名の退職、そして採用が４、26年度の退職予定者が８に対して15の退職、そして採

用が５、ほぼこの２年間で10名ずつの退職をお願いしているところでございます。し

かし、保育園の統合の問題、いろいろなことがございますので、それぞれまたその中

での職員の対応ということもございます。今、議員おっしゃられたとおり、人事評価

制度、そしてまた地方公務員法の改革なども控えておりますので、そこの中で管理職

として、そしてまた課としてどうあるべきか、よその市町の課の状況はどれくらいの

ボリュームの仕事をどれだけの濃ゆさでやってるのかなども、白石町のよさをなくさ

ないとはあれなんですけども、今あるよさがどうなっていくのかをしっかり見きわめ

ながら、適正な人員配置、職場の人員配置ということを考えていくものと思っており

ます。 

 以上であります。 

 

○井﨑好信議員 

 退職を勧奨、促しをしながら、そしてまた効率的といいますか、今の白石町の仕事

ぐあい、あるいはまたよそ、隣接の他町との仕事の状況など、それが少ない中での、

テインが少ないところというふうに理解していいと思いますけども、どういった形で

の仕事の状況なのか、いいところ、悪いところ、そういうメリットのとこの部分を学

べばいいわけですから、そういったことも考えながら、効率的な職場の環境を整えて

いただきたいというふうに思います。 

 こういった、それだけ削減、数が少なくなりますと、30名以上少なくなりますと、

やはり組織の機構なんかも変えていかなければ、当然対応ができないんじゃなかろう

かなあというふうに思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 当然、組織については改革をしていく必要があります。第一弾としまして、本年４

月に総務課とそれから企画課と財政課、それは昨年でしたね。そういったところでし

ております。 

 それとまた、今第二弾といいますか、協議中でありまして、具体的にはちょっと今

のところ申し上げられませんけれども、第二弾として考えております。特に、需要が

増しております産業部門、観光部門、ここらを充実しないといけないのではないかと

いうようなところで、検討をしてるところでございます。 

 そしてまた、第三弾、これは再来年度になるかと思いますけれども、税の徴収ある

いは税のみにならず、全ての料金の徴収体制、ここら辺も一括した考え方が必要では

ないのかというところで、これは来年度に向けて検討課題としてテーマで掲げており

ます。 

 これともう一つ、先ほどの質問者にもありましたが、子育て支援の窓口をまち・ひ

と・しごと創生総合戦略の中でもうたっておりますので、これについての取り組みを
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どのようにすればいいのか、これも検討課題として来年度進めていかなければならな

いと。 

 それともう一つ、高齢者対策、包括介護支援センターを町が今直営で持っておりま

すけれども、ここら辺も将来的には考えていかなければならないのではないかと。そ

ういったことに、ずうっと着目しながら進めていかないと、適正な定員管理というの

は難しくなってくるのではないかということで、内部での検討作業はもう既に入って

いる部分もありますので、そういうことで今後も進めさせていただきたいというふう

に考えております。 

 

○井﨑好信議員 

 今のところ、第一弾では企画と財政が統合したというふうなことで、今後二弾、三

弾、四弾と段階的に組織の統合なり、改編を考えていくというようなことでございま

した。そういうふうな形で、効率的な環境をつくっていただくようにお願いをいたし

ます。 

 次に、２点目に行財政改革を推進をするために、さまざまな行政改革プランが立て

られて、実行をされてきたかと思いますが、プランの達成程度はどのようになってい

るのか、また実施する上で、課題とかなかったのか、その辺をお尋ねをいたします。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 本町の行財政改革の取り組みにつきましては、議員御紹介のとおり、平成23年５月

に第１次改定の白石町行財政改革大綱及びこれに基づく白石町行財政改革プランを作

成して、平成23年度から27年までの５年間を目標年次と定めてやってるところでござ

います。 

 まだ、本年までは期間の途中でございますので、単なる未確定でございますけれど

も、現時点においてプランで上げております全36項目のうち、達成できた項目が27項

目、一部達成できた項目が２項目、未達成の項目が７項目に現段階ではなろうという

ふうなことで、見込んでいるところでございます。 

 課題でございますけれども、本来行財政改革の目的は何なのかということで、単な

る予算や事業の削減というふうなことではなくて、新規の事業、または重要な行政需

要に対して、貴重な行政資源である職員、施設、それから予算ですね。人、物、金、

これらの配分をより最適にすることが行財政改革の目的だと捉えているところでござ

います。 

 御承知のとおり、本町は市町村合併をしております関係で、行政のスリム化を図る

ことが目下の最大の目標でございます。職員数の削減を図りながらも、町民サービス

の向上を目指すということで、非常に困難な状況にあるというのは間違いないという

ことで申し上げたいと思います。 

 それと、先ほど項目を申しましたが、一部達成できた部分としましては、保育園や

ゆうあい館などにおけます時差出勤、これの部分が一部達成ということでございます。

それと、各事業の実施期間の設定、いわゆる予算のサンセット制度の導入ということ

で、一応一部達成をしているところでございます。 
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 また、未達成な項目でございますけれども、検討しておりますが、なかなか計画時

点と現況と違いまして、着手が難しいというふうなところもございます。一応、項目

としては、電子決済システムの改修と運用の積極化、職員間のフォロー体制の確立、

選挙の投開票時間の繰り上げ、消防団組織機構の見直し、財務会計システムのサーバ

ーのクラウド化、たばこ小売組合等の補助金の廃止、それと敬老祝い金の見直しなど、

この７項目について、現在のところ、いろんな諸問題がございまして、まだ達成でき

ていないというふうな状況でございます。 

 以上でございます。 

 

○井﨑好信議員 

 36項目中、27項目が達成されたと。一部達成、未達成が全部で９というふうなこと

だったかというふうに思います。率にして、８割、７割ですかね。７割程度は達成し

たかなというふうに思っております。この達成してない分は、また次の第二弾で改定

をされていくかというふうに思いますけれども、実施項目の中で、未達成の部分じゃ

ないわけですけれども、財政の健全化というふうなことで、実施項目の中で地方債の

残高の抑制というふうなことが掲げてございます。今年度、一般会計で昨年度、平成

26年度の決算よりも、今年度の平成27年度の予算額が大幅に伸びているわけでござい

ます。これは、筑後川土地改良事業の償還金をこの過疎対策事業債で起債して充てた

というふうなことが一番ウエートが大きいわけでございます。こういった事業は、自

主負担を軽減する上では結構な起債の仕方だというふうに思いますけれども、この過

疎対策事業債、非常に過疎地域自立促進特別法といいますか、本町が過疎町というふ

うなことで、もう23年やったか、２年やったですか、から始まってるわけでございま

すが、非常に町債の中でも過疎債のウエートが大きくなってきておりますけれども、

この仕組みといいますか、枠があるのか、今後幾らでもいいのか、あるいは償還のほ

うとしては今回の議案の中にも出てきておりますけれども、３年据え置きをもう今年

度から払っていくというような形で、ちょっとお聞きいたしましたけれども、そうい

う仕組みあるいは枠があるのか、そういった大まかな過疎対策事業債のことをちょっ

と御説明をいただきたいというふうに。 

 

○片渕克也企画財政課長 

 過疎対策事業債につきましては、指定を受けましてから、本町にとっては非常に事

業を進めていく上で貴重な財源とさせていただいているところでございます。 

 まず、この町債の限度額といいますか、どのような仕組みであるのかということに

ついてお答えをいたしますと、まず地方債計画の中で、全国ベースで過疎債の枠が定

められます。それを今度は各都道府県ごとに割り当てが参ります。その事業の要望に

応じた都道府県ごとの枠の中で、各市町村が要望をしながら、大規模事業に取り組む

ところ等があったときには、そこにちょっと融通をきかせる。逆に、うちが今年度み

たいに筑水の負担金を一括償還をしたいというふうな要望をすれば、そこは県全体で

調整をとっていただくというふうな形でしておるところでございます。数字的に申し

上げますと、ちょっと古い数字でございますが、平成25年度の全国ベースでの過疎対
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策事業債が公営企業分を除いてですけれども、3,172億円程度ございました。このう

ち、佐賀県に割り当てられた部分が、申しわけございません、今3,100億円と申しま

したのは、公営企業分を含んでですね。このうちで、佐賀県に割り当てられたのが

48億9,000万円でございます。実際、公営企業を外した一般会計分で申し上げますと、

37億7,600万円が過疎指定の10市町で配分を受けております。この年は、大町町が

小・中学校の統合、一貫校を建設をしておりまして、大町町に全体の45％程度は配分

になってというようなことでございます。ことしの各市町ごとの配分は、まだ確定を

しておりませんので、申し上げることはできませんけれども、ことしは筑水事業をお

願いしますということでやっておりますので、白石町には全体の割合でいけば結構な

割合で配分をいただいたものと思っております。 

 それと、こういった仕組みで各市町に配分していただくわけでございますけれども、

まず起債の対象となる事業と申しますのは、ソフト事業分に充てる部分とハード事業

に充てる部分と２通りございます。従来は、ハード事業分だけでございましたけれど

も、法の改正により、ソフト事業に充てる部分もオーケーということになりまして、

御承知のとおり、現在はいこカーの事業だとか、子供の医療費だとか、そういったも

のにも充当をしておる状況でございます。ハード事業につきましては、過疎計画とい

うのを立てますので、その計画に計上した事業でないと充てることはできません。こ

れを本年も３月に計画のローリングをしながら、来年度事業を見ながら、計画のロー

リングをして、来年度の事業が充てられるように計画の変更をしたいとは思っており

ます。この過疎債の充当率でございますけれども、事業費に対して100％まで充てる

ことができることとなっております。例えば、１億円の道路整備をすれば、１億円全

額を過疎対象事業債として借り入れることができます。ただ、実際の事業としてはそ

こまで充当することはありませんけれども、理論的には100％割り当てることができ

るということになっております。 

 そして、この過疎債の償還についてでございますけれども、その償還額、実額で計

算をされます。一応、円単位まで計算して出します。その実額の70％を地方交付税に

算入されるという仕組みになってございます。 

 今回の補正予算でもお願いしておりますが、まず臨時財政対策債について、従来３

年間の据置措置がございましたが、本来臨時財政対策債というのは地方交付税にかわ

る起債でございますので、据置期間という考え方がどうなのかということで内部で検

討をいたしまして、将来的なことを考えれば、据置期間はとらないでもいいだろうと

いうことで、今回補正をお願いしております。このことによって、全体的には180万

円ほどの利息の節約ができるのかなあというふうに考えております。 

 それと、過疎債のうちでも、特に今年度17億4,000万円の予定をしております筑水

事業についてでございますけども、これについても本来ちょっと借りかえ、国の事業

の償還金の借りかえという形ですので、据置期間は設けないという考え方でいいんじ

ゃないかということで考えておりまして、これを据置期間を設けないでやりますと、

全体で約800万円程度の償還の節約ができるのかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○井﨑好信議員 

 過疎対策事業債につきましては、枠として全国ベースで枠があって、それが各都道

府県に流れてくると。都道府県、佐賀県に流れてきた分を各市町村が、悪い言葉では

取り合いをすると言っても過言じゃないと思いますので、そしてまたこれが100％事

業に充てられると。そして、70％は地方交付税で戻ってくるという債というふうなこ

とで、本当に30％の起債で済むというふうな状況かと思いますので、なるだけこうい

った活用をしていただいて、そういった町債を抑制をしていただきたいというふうに

思います。 

 もう一つ、未達成の部分で、敬老祝い金が未達成になっているというふうなお話を、

御答弁をいただきました。この件につきましては、私も９月の議会、議案審議の折に

もちょっと取り上げたところでございますけれども、今80歳から５万円刻みで100歳

以上まで補助金がなされております。その総額は1,249万5,000円と高額になってるわ

けでございまして、私はそのとき提案としましては、長寿祝い金というのは平均年齢

は長寿と言わんだろうと。今、女性で86歳ですか、寿命がですね。男性で80歳近くな

ってると思いますけれども、長寿祝い金はもう平均では言わんでしょうと、女性の85、

男性の80ですね。ですから、80はこれは申しわけないけれども、カットしてもいいん

じゃないですかというふうなことを思っておりますけれども、こういったことで財政

改革となっていくと、私はむしろ高齢者の方には失礼ですけれども、生まれてくる方

にいろいろ問題もありましょうけれども、出生祝い金でもやったほうがいいんじゃな

いかなあという思いでございます。 

 先日、テレビで放映をされておりましたが、ソフトバンクは５人目は500万円やる

と。最初は５万円、それから100万円、300万円、それはもちろん企業ですから、利益

が出てるのでそういった形で還元をして、それも一つの少子化対策というふうなこと

からでしょうけれども、私は幾ばくかでもそういった高齢者、もちろん廃止をしなさ

いとは言いません。しかし、そういった下をカット、80歳ぐらいはもうカットしてい

いんじゃなかろうかなと。85歳でもまだよかですよ。これをやっぱり合併してからず

っと続けてきて、寿命も長くなってるときに、ずっと続けてきているというのは私は

問題があると思います。その辺は、一番町長のほうが執行権があるわけでございまし

て、その辺のお考えを聞きたいと思います。 

 

○田島健一町長 

 具体的に、長寿祝い金のことについてお尋ねでございますけれども、来年度予算編

成につきましては、現在内部で作業を進めているところでございます。これまでもい

ろんなところで財政的にも厳しい状況にあるといった中で、来年度の事業についても

いろいろ新規にせにゃいかんものとか、継続して拡充していかないかんところとか、

いろいろあるわけでございまして、この敬老祝い金につきましても、やはり内部で議

論をし、最近は祝い金、今各地域で祝いをしていただいておりますけども、その費用

が足りないよという話もございます。そういったことも踏まえて、個別の祝い金と中

の地域での費用の分、そういったもろもろをトータル的に見直し、検討も加えていく

必要があるのかなあというふうに思ってるところでございます。そういったことから、
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来年度予算、とにかく敬老祝い金だけじゃないですけども、いろんな面で検討させて

いただきたいなというふうに思ってるところでございます。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 ありがとうございました。町長も、12月予算査定等もあるかと思いますけれども、

その辺もよろしく御検討をお願いしたいというふうに思います。 

 ３点目ですけれども、この件につきましてはちょっと時間も経過をしております。

27年度までというふうなことで、当然第２次総合計画の中でも掲げておりますように、

継続した形で財政改革がなされていくかと思いますけれども、答弁はよかです。やは

り、今後第２次の改訂版を作成される上でも、人口減少あるいは高齢化の中で、この

社会経済情勢変化に対応するように、スクラップ・アンド・ビルドを基本とした統廃

合をしていくというような、いろんな公共施設なんかも、そういったものも含めて、

そういったことも盛り込んだところで作成をして、第２次の改訂版を作成をしていた

だきたいなという思いでございます。今後、地方税も削減をしていく中で、最少の経

費で最大の効果を上げるというふうなことを基本に、今後健全化に向けてしっかりと

財政運営をよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 次の２項に移ります。 

 白石町の観光振興事業についてでございます。 

 本町は、西に杵島山、東に宝の海、有明海がございます。その裾野には、塩田川、

六角川を挟んだ肥沃な広大な白石平野があるわけでございまして、県下でも恵まれた

町だというふうに私は自負をしております。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略でも、今回ありましたように、白石町の新しい流

れをつくるというようなことを目標に観光の再発見といいますか、再資源の発見をし

て、そしてまた新しい観光の開発をしていかなければならないというふうに思います。 

 １つ目に、歌垣公園はこれも入園者数というふうなことをお伺いしておりましたけ

れども、関係の都合上で後だってお知らせをしていただきたいというふうに思います。 

 ２点目に、杵島山は茨城県の筑波山、そしてまた大阪府の歌垣山とともに３大歌垣

の一つに数えられるかと思います。その歌垣公園に、そういうロマンの地に恋人の聖

地としてモニュメントを作成して、婚活事業の手助けにもなるような期待を込めた新

たな観光名所をつくったらというように思いますけれども、どのようなお考えか、お

伺いをいたします。 

 

○矢川又弘６次産業専門監 

 歌垣公園に恋人の聖地としてモニュメントを作成して、婚活の手助けになるように

ということで御質問をいただきましたけども、今先ほど議員のほうからも紹介ありま

したけども、やっぱり杵島山というのは歴史のロマンを感じさせるところだと思って

おります。また、歌垣は古代において人々が年２回、春に豊作を祈り、秋には収穫を

感謝する行事だったものが次第に若い男女が自分の思いを歌に託しまして相手に伝え、

結婚の申し込みをする場所に変化していったものだと言われております。 
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 午前中にも議員のほうから御紹介をいただきましたけども、歌垣公園には当時歌わ

れたとされます「あられふる杵島岳を峻しみと草採りかねて妹が手を取る」という歌

が詠まれ、純真なこういう歌を刻んだ石碑が建立されております。 

 また、そういった歴史や文化を多くの人に知っていただくために、歌垣をアピール

するために合併前から旧白石町で三十一文字コンテストが開催されており、その優秀

作品の歌碑も公園には数多く設置されております。 

 議員御質問であります恋人の聖地としてモニュメントを作成して、観光名所づくり

という御提案でございますが、大変すばらしいものでないかと受け取っております。

全国には、恋愛、プロポーズ、結婚をテーマとした若い人々を集客のターゲットにし

まして、恋人の聖地サテライトという観光スポットがＮＰＯ法人地域活性化支援セン

ターが選定されたところで、全国に210カ所以上認定をされております。その恋人の

聖地のことなんですけども、実は２タイプありまして、１つが恋人の聖地といわれる

公共性、それから公益性を満たす自治体、各種団体が認定されるものが一つでありま

す。もう一つが、恋人の聖地サテライトというのがありまして、これはどちらかとい

うと、商業ベースで事業活動をされます連携が可能な一般企業並びに団体となってお

ります。11月末の箇所数でありますけども、恋人の聖地が136カ所、恋人の聖地サテ

ライトが82カ所となっております。 

 歌垣公園のモニュメントに設置につきましては、全国での成功の取り組み事例とか、

佐賀県には恋人の聖地が大興善寺、契山、玄海町の浜野浦の棚田２カ所です。聖地の

サテライトがマリトピアと波戸岬の２カ所ありますんで、参考にしながら、今後の公

園整備の一つとして検討させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○井﨑好信議員 

 専門監も答弁ございましたように、今現在愛をテーマにした三十一文字コンテスト

があってるわけでございます。平成12年からというようなことをお聞きしております。

今年度でどのくらいの応募数があったのか、また三十一文字コンテストももちろん短

歌に託す愛の表現もよろしいですけれども、私が提案したいのはプロポーズの言葉の

コンテストをやったらどうかと。もちろん、恋人の聖地ができ上がった上がりでもで

もいいですけれども、それを含めてどれくらいの応募があってるのか。そしてまた、

プロポーズコンテストというようなことを提案するわけでございますけれども、その

辺を含めて御答弁をお願いしたいと思います。 

 

○松尾裕哉生涯学習課長 

 三十一文字コンテストにつきましては、生涯学習課所管でございますのでお答えを

させていただきます。 

 まず、今年度、平成27年度ですが、第16回目になります。その申し込み状況でござ

いますが、これは人数ということではなくて、１首２首の数ということでお願いした

いと思います。 

 まず、一般の部でございますが、1,121首でございます。高校生の部が266首、中学
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生の部が850首、小学生の部が232首でございまして、合計といたしまして2,469首の

応募があっております。そのうちで、県内が1,182首、県外が1,287首という状況にな

っております。現状につきましては、以上でございます。 

 三十一文字コンテストにつきましては、先ほど６次産業専門監のほうからもありま

したけど、歌垣という古代の行事とそういう歴史と短歌という文学をあわせたコンテ

ストということで、生涯学習課のほうで実施をさせていただいております。 

 そこで、議員御質問のプロポーズコンテストにつきましては、先ほど答弁の中にご

ざいましたが、ＮＰＯ法人地域活性化支援センターが主催等になりまして、６月の第

１日曜日がプロポーズの日というようなことで、全国のブライダル協会関係で制定を

してるということで、この恋人の聖地関係で募集等もあっておりますので、先ほど全

国の事例等を参考に進めていくということの答弁があっておりますので、生涯学習課

としては一文字コンテストにつきましては、引き続き続けていきたいと思いますが、

プロポーズのコンテストについては検討の一つの要因にさせていただきたいというふ

うに思います。よろしくお願いします。 

 

○井﨑好信議員 

 三十一文字コンテストも2,469というような多くの全国から、県内はもとより県外

から応募があってるというようなことでございます。この恋人の聖地、本当に設置を

していただくならば、歌垣がロマンチック、ロマンのある恋がかなうすてきな場所と

いうふうなことで、いろんなマスコミ等もＰＲをしていただいて、そしてまた婚活サ

ポーターによるあそこの婚活パーティーなり、あるいはまた成婚になった場合はあそ

こで結婚式も挙げると。例えば、町長が仲人になって結婚式、パーティーを挙げて祝

宴はまたほかの場所でもいいですけど、結婚式は恋人の聖地歌垣で挙げると、そうい

うのもロマンがあっていいわけでございますけれども、こういった考え方に対して、

町長のお考え、所見をお伺い、ちょっと時間はございませんが、よろしくお願いいた

します。 

 

○田島健一町長 

 観光事業ということで、最後の御質問をいただいたわけでございますけども、今回

の議会においても、観光の話が出ました。そういう中で、佐賀県はＰＲが下手、まし

てや白石もまた下手ということでございます。もともと、やっぱり白石のよさをまず

もって自分たちで認識をし、そしてそれを外向けにもＰＲしていかないかんというふ

うに思います。 

 先日、縫ノ池でも結婚式があったところでございまして、ああいうものを見れば、

皆さんも白石ってよかところあんねというふうになるわけでございまして、今回井﨑

議員のほうからも歌垣に恋人の聖地としての話がございましたけども、これ現在検討

をお願いしております観光推進協議会、この中でことし年内に観光振興計画というの

をつくっていただくようになろうかというふうに思いますけども、こういった公のと

ころで議論を踏まえて、そしてその中にしっかりと位置づけをしていただければ、も

っともっとうまくいくのかなあというふうに思います。そういった、こういう動きを
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盛り上げていくことが大事だろうというふうに思ってるところでございます。そうい

うことで、この協議会の動静を見ていきたいなあというふうに思ってるところでござ

います。 

 

○白武 悟議長 

 これで井﨑好信議員の一般質問を終わります。 

 以上で本日の議事日程は終了しました。 

 あすは議案審議となっています。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

 

15時17分 散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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